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普通株主様による種類株主総会

　　

■開催日時
2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

■開催場所
東京都品川区大崎五丁目６番４号
都五反田ビル東館５階 当社研修室

　

第１号議案 定款一部変更（１）の件
第２号議案 第三者割当による募集株式（C種種類

株式及びD種種類株式）の発行の件
第３号議案 定款一部変更（２）の件
第４号議案 剰余金の処分の件
第５号議案 取締役６名選任の件
第６号議案 監査役１名選任の件
第７号議案 補欠監査役１名選任の件

議　案 定款一部変更の件

■決議事項
【定時株主総会】

【普通株主様による種類株主総会】

　　

（証券コード 6997）

会社法改正による電子提供制度の施行に伴い株主総会資料をウェブサイトに
掲載して提供することとなりましたが、本定時株主総会及び普通株主様によ
る本種類株主総会につきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、従来
どおりすべての株主様に株主総会資料を書面でお送りしております。

定時株主総会及び普通株主様による
種 類 株 主 総 会 招 集 ご 通 知
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狭義招集

証券コード 6997
2026年６月４日

株 主 各 位
東京都品川区大崎五丁目６番４号
日本ケミコン株式会社
代表取締役社長 今 野 健 一

当社ウェブサイト
https://www.chemi-con.co.jp/company/ir/event/meeting/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

⒈ 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
⒉ 場 所 東京都品川区大崎五丁目６番４号

都五反田ビル東館５階 当社研修室

第79期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第79期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしま
すので、ご通知申し上げます。
　今回の定時株主総会には、第1号議案「定款一部変更（１）の件」を議案として上程いたします
が、当該議案につきましては、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、普通株主
様による種類株主総会を併せて開催させていただくこととなりました。
　本定時株主総会及び普通株主様による本種類株主総会の招集に際しては電子提供措置をとってお
り、インターネット上の下記ウェブサイトに「第79期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会
（2026年６月26日）招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上、ご覧下さい。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら本定時株主総会及び普通株主様による本種類株主総会に係る各参考書類をご検
討の上、2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い
申し上げます。

敬　具
記
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狭義招集

⒊ 目的事項
【定時株主総会】
報告事項 ⒈ 第79期 (2025年 4 月 1 日から

2026年 3 月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件

⒉ 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 定款一部変更（１）の件
第２号議案 第三者割当による募集株式（C種種類株式及びD種種類株式）の発行の件
第３号議案 定款一部変更（２）の件
第４号議案 剰余金の処分の件
第５号議案 取締役６名選任の件
第６号議案 監査役１名選任の件
第７号議案 補欠監査役１名選任の件

【普通株主様による種類株主総会】
決議事項
議　案 定款一部変更の件

     

⒋　議決権の行使等についてのご案内
⑴ 書面により議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026

年６月25日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送下さい。
⑵ インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)

において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いた
だき、画面の案内に従い、2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに賛否をご入力下
さい。詳細につきましては、３～４ページの「インターネットによる議決権行使のご案内」を
ご参照下さい。

⑶ 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして
取り扱わせていただきます。

⑷ 議決権行使書とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

⑸ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有
効とさせていただきます。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。

― 2 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の事項をご確認の上、行使していただきま
すようお願い申し上げます。
　当日ご出席の場合は、インターネットまたは書面（議決権行使書）による議決権行使のお手続はい
ずれも不要です。

記
⒈　議決権行使サイトについて
⑴ インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから、当社の指定する議決
権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可
能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

⑵ インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを
設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合、proxyサーバーをご利用の場
合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

⑶ インターネットによる議決権行使は、2026年６月25日（木曜日）の午後５時30分まで受け
付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク
へお問い合わせ下さい。

⒉　インターネットによる議決権行使方法について
⑴　パソコンによる方法
① 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力
下さい。

② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止
するため、「仮パスワード」は議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更が可能で
す。

③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120-173-027（受付時間　９：00～21：00　通話料無料）

⑵　スマートフォンによる方法
① 議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ること

で、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

② スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコード
でのログインができない場合には、上記「⒉⑴　パソコンによる方法」にて議決権行使を行
って下さい。
※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⒊　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様
のご負担となります。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて
　管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営
する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における
議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以　上

― 4 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

第２章　株式 第２章　株式
（発行可能株式総数）
第５条
当会社の発行可能株式総数は、5,500万株とし、当会
社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおり
とする。

普通株式　　　5,500万株
Ａ種種類株式　10,000株
Ｂ種種類株式　5,000株

（発行可能株式総数）
第５条
当会社の発行可能株式総数は、5,500万株とし、当会
社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおり
とする。

普通株式　　　5,500万株
Ａ種種類株式　10,000株
Ｂ種種類株式　5,000株
Ｃ種種類株式　6,000株
Ｄ種種類株式　3,000株

【定時株主総会】
株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更（１）の件
１. 提案の理由

　C種種類株式及びD種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてC種種類
株式及びD種種類株式を追加するとともに、C種種類株式及びD種種類株式に関する規定を新設
するものであります。C種種類株式及びD種種類株式を発行する理由につきましては、第２号議
案をご参照ください。
　なお、本定款変更については、第２号議案が原案どおり承認可決されることを条件としており
ます。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

（Ａ種種類株式）
第５条の２
⒈ 当会社の発行するＡ種種類株式の内容は、次項か

ら第10項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ａ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金
の配当の基準日（以下本条において配当基準日
という。）の最終の株主名簿に記載または記録
されたＡ種種類株式を有する株主（以下本条に
おいてＡ種種類株主という。）またはＡ種種類
株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて
以下本条においてＡ種種類株主等という。）に
対し、本条第10項第１号に定める支払順位に従
い、Ａ種種類株式１株につき、次号に定める額
の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
Ａ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、
以下本条においてＡ種優先配当金という。）を
行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種類株
主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた
金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端
数は切り捨てる。

⑵ ～ ⑶　＜条文省略＞

⑷ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種
類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金
の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係
るＡ種優先配当金につき本号に従い累積したＡ
種累積未払配当金相当額（以下に定義され
る。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年
度に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度の

（Ａ種種類株式）
第５条の２
⒈ 当会社の発行するＡ種種類株式の内容は、次項か

ら第９項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ａ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金
の配当の基準日（以下本条において配当基準日
という。）の最終の株主名簿に記載または記録
されたＡ種種類株式を有する株主（以下本条に
おいてＡ種種類株主という。）またはＡ種種類
株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて
以下本条においてＡ種種類株主等という。）に
対し、第５条の６第１項に定める支払順位に従
い、Ａ種種類株式１株につき、次号に定める額
の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
Ａ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、
以下本条においてＡ種優先配当金という。）を
行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種類株
主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた
金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端
数は切り捨てる。

⑵ ～ ⑶　＜現行どおり＞

⑷ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種
類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金
の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係
るＡ種優先配当金につき本号に従い累積したＡ
種累積未払配当金相当額（以下に定義され
る。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年
度に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度の
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

末日を基準日とする剰余金の配当が行われると
仮定した場合において、本項第２号に従い計算
されるＡ種優先配当金の額をいう。ただし、か
かる計算においては、本項第２号但書の規定は
適用されないものとして計算するものとす
る。）に達しないときは、その不足額は、当該
事業年度（以下本号において不足事業年度とい
う。）の翌事業年度以降の事業年度に累積す
る。この場合の累積額は、不足事業年度に係る
定時株主総会（以下本号において不足事業年度
定時株主総会という。）の翌日（同日を含
む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配
当される日（同日を含む。）までの間、不足事
業年度の翌事業年度以降の各事業年度におい
て、当該事業年度が2026年３月末日以前に終了
する事業年度の場合は年率5.5％の利率で、当該
事業年度が2026年４月１日以降に開始する事業
年度の場合は年率7.5％の利率で、１年毎（ただ
し、１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日
（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年
度の末日（同日を含む。）までとする。）の複
利計算により算出した金額を加算した金額とす
る。なお、当該計算は、１年を365日（ただ
し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）
とした日割計算により行うものとし、除算は最
後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ
の小数第２位を四捨五入する。本号に従い累積
する金額（以下本条においてＡ種累積未払配当
金相当額という。）については、本条第10項第
１号に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等
に対して配当する。なお、かかる配当を行うＡ
種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等
が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額

末日を基準日とする剰余金の配当が行われると
仮定した場合において、本項第２号に従い計算
されるＡ種優先配当金の額をいう。ただし、か
かる計算においては、本項第２号但書の規定は
適用されないものとして計算するものとす
る。）に達しないときは、その不足額は、当該
事業年度（以下本号において不足事業年度とい
う。）の翌事業年度以降の事業年度に累積す
る。この場合の累積額は、不足事業年度に係る
定時株主総会（以下本号において不足事業年度
定時株主総会という。）の翌日（同日を含
む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配
当される日（同日を含む。）までの間、不足事
業年度の翌事業年度以降の各事業年度におい
て、当該事業年度が2026年３月末日以前に終了
する事業年度の場合は年率5.5％の利率で、当該
事業年度が2026年４月１日以降に開始する事業
年度の場合は年率7.5％の利率で、１年毎（ただ
し、１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日
（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年
度の末日（同日を含む。）までとする。）の複
利計算により算出した金額を加算した金額とす
る。なお、当該計算は、１年を365日（ただ
し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）
とした日割計算により行うものとし、除算は最
後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ
の小数第２位を四捨五入する。本号に従い累積
する金額（以下本条においてＡ種累積未払配当
金相当額という。）については、第５条の６第
１項に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等
に対して配当する。なお、かかる配当を行うＡ
種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等
が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は
切り捨てる。

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種
類株主等に対し、本条第10項第２号に定める支
払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、払込
金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額およ
び本項第３号に定める日割未払優先配当金額を
加えた額（以下本条においてＡ種残余財産分配
額という。）の金銭を支払う。ただし、本号に
おいては、残余財産の分配が行われる日（以下
本条において分配日という。）が配当基準日の
翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基
準日とした剰余金の配当が行われる時点までの
間である場合は、当該配当基準日を基準日とす
る剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ
種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ
種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利
を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円
未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨
てる。

⑵ ～ ⑶　＜条文省略＞

⒋ ～ ⒐　＜条文省略＞

10. 優先順位
⑴ Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額

ならびに普通株式を有する株主または普通株式
の登録株式質権者（以下本条において普通株主
等と総称する。）およびＢ種種類株式を有する
株主またはＢ種種類株式の登録株式質権者（以
下本条においてＢ種種類株主等と総称する。）

に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は
切り捨てる。

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種
類株主等に対し、第５条の６第２項に定める支
払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、払込
金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額およ
び本項第３号に定める日割未払優先配当金額を
加えた額（以下本条においてＡ種残余財産分配
額という。）の金銭を支払う。ただし、本号に
おいては、残余財産の分配が行われる日（以下
本条において分配日という。）が配当基準日の
翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基
準日とした剰余金の配当が行われる時点までの
間である場合は、当該配当基準日を基準日とす
る剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ
種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ
種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利
を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円
未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨
てる。

⑵ ～ ⑶　＜現行どおり＞

⒋ ～ ⒐　＜現行どおり＞

＜削除＞
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積
未払配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金
が第２順位、普通株主等およびＢ種種類株主等
に対する剰余金の配当が第３順位とする。

⑵ Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式および普通株式
に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類
株式およびＢ種種類株式に係る残余財産の分配
を第１順位、普通株式に係る残余財産の分配を
第２順位とする。

⑶ 当会社が剰余金の配当または残余財産の分配
を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残
余財産の分配を行うために必要な総額に満たな
い場合は、当該順位の剰余金の配当または残余
財産の分配を行うために必要な金額に応じた比
例按分の方法により剰余金の配当または残余財
産の分配を行う。

（Ｂ種種類株式）
第５条の３
⒈ 当会社の発行するＢ種種類株式の内容は、次項

から第９項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ｂ種配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として普通株式を有する株主または普通株式の
登録株式質権者（以下本条において普通株主等
と総称する。）に対して剰余金の配当をすると
きは、当該剰余金の配当の基準日（以下本条に
おいて配当基準日という。）の最終の株主名簿
に記載または記録されたＢ種種類株式を有する
株主（以下本条においてＢ種種類株主とい
う。）またはＢ種種類株式の登録株式質権者
（Ｂ種種類株主と併せて以下本条においてＢ種
種類株主等という。）に対し、本条第９項第１
号に定める支払順位に従い、Ｂ種種類株式１株

（Ｂ種種類株式）
第５条の３
⒈ 当会社の発行するＢ種種類株式の内容は、次項

から第８項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ｂ種配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として普通株式を有する株主または普通株式の
登録株式質権者（以下本条において普通株主等
と総称する。）に対して剰余金の配当をすると
きは、当該剰余金の配当の基準日（以下本条に
おいて配当基準日という。）の最終の株主名簿
に記載または記録されたＢ種種類株式を有する
株主（以下本条においてＢ種種類株主とい
う。）またはＢ種種類株式の登録株式質権者
（Ｂ種種類株主と併せて以下本条においてＢ種
種類株主等という。）に対し、第５条の６第１
項に定める支払順位に従い、Ｂ種種類株式１株
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

につき、次号に定める額の金銭による剰余金の
配当（かかる配当によりＢ種種類株式１株当た
りに支払われる金銭を、以下本条においてＢ種
配当金という。）を行う。なお、Ｂ種配当金
に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類
株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。

⑵　＜条文省略＞

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種
類株主等に対し、本条第９項第２号に定める支
払順位に従い、Ｂ種種類株式１株につき、払込
金額相当額の金銭を支払う。

⑵ ＜条文省略＞

⒋ ～ ⒏　＜条文省略＞

⒐ 優先順位
⑴ Ａ 種 優 先 配 当 金 （ 第 ５ 条 の ２ に 定 義 す

る。）、Ａ種累積未払配当金相当額（第５条の
２に定義する。）ならびに普通株主等およびＢ
種種類株主等に対する剰余金の配当の支払順位
は、Ａ種累積未払配当金相当額が第１順位、Ａ
種優先配当金が第２順位、普通株主等およびＢ
種種類株主等に対する剰余金の配当が第３順位
とする。

⑵ Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式および普通株式
に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類

につき、次号に定める額の金銭による剰余金の
配当（かかる配当によりＢ種種類株式１株当た
りに支払われる金銭を、以下本条においてＢ種
配当金という。）を行う。なお、Ｂ種配当金
に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類
株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。

⑵　＜現行どおり＞

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種
類株主等に対し、第５条の６第２項に定める支
払順位に従い、Ｂ種種類株式１株につき、払込
金額相当額の金銭を支払う。

⑵ ＜現行どおり＞

⒋ ～ ⒏　＜現行どおり＞

＜削除＞
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

株式およびＢ種種類株式に係る残余財産の分配
を第１順位、普通株式に係る残余財産の分配を
第２順位とする。

⑶ 当会社が剰余金の配当または残余財産の分配
を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残
余財産の分配を行うために必要な総額に満たな
い場合は、当該順位の剰余金の配当または残余
財産の分配を行うために必要な金額に応じた比
例按分の方法により剰余金の配当または残余財
産の分配を行う。

＜新設＞ （Ｃ種種類株式）
第５条の４
⒈ 当会社の発行するＣ種種類株式の内容は、次項

から第９項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ｃ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金
の配当の基準日（以下本条において配当基準日
という。）の最終の株主名簿に記載または記録
されたＣ種種類株式を有する株主（以下本条に
おいてＣ種種類株主という。）またはＣ種種類
株式の登録株式質権者（Ｃ種種類株主と併せて
以下本条においてＣ種種類株主等という。）に
対し、第５条の６第１項に定める支払順位に従
い、Ｃ種種類株式１株につき、次号に定める額
の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
Ｃ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、
以下本条においてＣ種優先配当という。）を行
う。ただし、配当基準日から当該配当基準日に
係る剰余金の配当が行われる日までの間に、当
会社がＣ種種類株式を取得した場合、当該Ｃ種
種類株式については当該配当基準日に係る剰余
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

金の配当を行うことを要しない。なお、Ｃ種優
先配当金に、各Ｃ種種類株主等が権利を有する
Ｃ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端
数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

⑵ Ｃ種優先配当金の金額
1,000,000円（以下本条において払込金額相当
額という。）および前事業年度の末日を基準日
とする剰余金の配当後のＣ種累積未払配当金相
当額（本項第４号に定める。）（もしあれば）
の合計額に、以下の年率を乗じて算出した額の
金銭について、当該配当基準日の属する事業年
度の初日（ただし、当該配当基準日がＣ種種類
株式の発行日と同一の事業年度に属する場合
は、Ｃ種種類株式の発行日）（同日を含む。）
から当該配当基準日（同日を含む。）までの期
間の実日数につき、１年を365日（ただし、当
該事業年度に閏日を含む場合は366日）として
日割計算を行うものとする（除算は最後に行
い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数
第２位を四捨五入する。）。ただし、当該配当
基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日
より前の日を基準日としてＣ種種類株主等に対
し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に
係るＣ種優先配当金の額は、その各配当におけ
るＣ種優先配当金の合計額を控除した金額とす
る。

① Ｃ種種類株式の発行日（同日を含む。）か
ら同日の３年後の応当日（同日を含む。）
までの期間：6.5％

② Ｃ種種類株式の発行日の３年後の応当日の
翌日（同日を含む。）以降の期間：8.5％
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

⑶ 非参加条項
当会社は、Ｃ種種類株主等に対しては、Ｃ種優
先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わな
い。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第７５８条第８号ロもしくは同
法第７６０条第７号ロに規定される剰余金の配
当または当会社が行う新設分割手続の中で行わ
れる同法第７６３条第１項第１２号ロもしくは
同法第７６５条第１項第８号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。

⑷ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＣ種種
類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金
の配当の総額が、当該事業年度に係るＣ種優先
配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とす
る剰余金の配当が行われると仮定した場合にお
いて、本項第２号に従い計算されるＣ種優先配
当金の額をいう。ただし、かかる計算において
は、本項第２号但書の規定は適用されないもの
として計算するものとする。）に達しないとき
は、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度
以降の事業年度に累積する。本号に従い累積す
る金額（以下本条においてＣ種累積未払配当金
相当額という。）については、第５条の６第１
項に定める支払順位に従い、Ｃ種種類株主等に
対して配当する。なお、かかる配当を行うＣ種
累積未払配当金相当額に、各Ｃ種種類株主等が
権利を有するＣ種種類株式の数を乗じた金額に
１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切
り捨てる。

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種種
類株主等に対し、第５条の６第２項に定める支
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

払順位に従い、Ｃ種種類株式１株につき、払込
金額相当額に、Ｃ種累積未払配当金相当額およ
び本項第３号に定める日割未払優先配当金額を
加えた額（以下本条においてＣ種残余財産分配
額という。）の金銭を支払う。なお、Ｃ種残余
財産分配額に、各Ｃ種種類株主等が権利を有す
るＣ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の
端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

⑵ 非参加条項
Ｃ種種類株主等に対しては、前号のほか、残余
財産の分配は行わない。

⑶ 日割未払優先配当金額
Ｃ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金
額は、残余財産の分配が行われる日（以下本条
において分配日という。）の属する事業年度に
おいて、分配日を基準日としてＣ種優先配当金
の支払がなされたと仮定した場合に、前項第２
号に従い計算されるＣ種優先配当金相当額とす
る（以下本条においてＣ種種類株式１株当たり
の日割未払優先配当金額を日割未払優先配当金
額という。）。

⒋ 議決権
Ｃ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合
を除き、株主総会において議決権を有しない。

⒌ 金銭を対価とする取得請求権
⑴ 金銭対価取得請求権

Ｃ種種類株主は、Ｃ種種類株式の発行日以降い
つでも、当会社に対して、金銭の交付と引換え
に、その有するＣ種種類株式の全部または一部
を取得することを請求すること（以下本条にお
いて金銭対価取得請求という。）ができるもの
とし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係る
Ｃ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

許容する範囲内において、当該金銭対価取得請
求に係るＣ種種類株式の数に、Ｃ種種類株式１
株当たりの払込金額相当額ならびにＣ種累積未
払配当金相当額および日割未払優先配当金額の
合計額を乗じて得られる額の金銭を、当該Ｃ種
種類株主に対して交付するものとする。なお、
本項においては、日割未払優先配当金額の計算
における「分配日」を「金銭対価取得請求の効
力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当
金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係
るＣ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭
に１円に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。

⑵ 金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求
に要する書類が当会社に到達したときまたは当
該書類に記載された効力発生希望日のいずれか
遅い時点に発生する。

⒍ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、Ｃ種種類株式の発行日以降いつで
も、当会社の取締役会が別に定める日（以下本
条において金銭対価償還日という。）が到来す
ることをもって、法令の許容する範囲内におい
て、金銭を対価として、Ｃ種種類株式の全部ま
たは一部を取得することができる（以下本条に
おいて金銭対価償還という。）ものとし、当会
社は、当該金銭対価償還に係るＣ種種類株式を
取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係
るＣ種種類株式の数に、Ｃ種種類株式１株当た
りの払込金額相当額ならびにＣ種累積未払配当
金相当額および日割未払優先配当金額の合計額
を乗じて得られる額の金銭を、Ｃ種種類株主に
対して交付するものとする。なお、本項におい
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

ては、日割未払優先配当金額の計算における
「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替え
て、日割未払優先配当金額を計算する。また、
金銭対価償還に係るＣ種種類株式の取得と引換
えに交付する金銭に１円に満たない端数がある
ときは、これを切り捨てるものとする。
Ｃ種種類株式の一部を取得するときは、按分比
例その他当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって、Ｃ種種類株主から取得すべきＣ種
種類株式を決定する。

⒎ 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排
除
当会社が株主総会の決議によってＣ種種類株主
との合意により当該Ｃ種種類株主の有するＣ種
種類株式の全部または一部を取得する旨を決定
する場合には、会社法第１６０条第２項および
第３項の規定を適用しないものとする。

⒏ 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
⑴ 当会社は、Ｃ種種類株式について株式の分割

または併合を行わない。
⑵ 当会社は、Ｃ種種類株主には、募集株式の割

当てを受ける権利または募集新株予約権の割当
てを受ける権利を与えない。

⑶ 当会社は、Ｃ種種類株主には、株式無償割当
てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

⒐ 譲渡制限
譲渡によるＣ種種類株式の取得については、当
会社の取締役会の承認を要する。
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現 行 定 款 変 更 案

＜新設＞ （Ｄ種種類株式）
第５条の５
⒈ 当会社の発行するＤ種種類株式の内容は、次項

から第10項までに定めるものとする。
⒉ 剰余金の配当

⑴ Ｄ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金
の配当の基準日（以下本条において配当基準日
という。）の最終の株主名簿に記載または記録
されたＤ種種類株式を有する株主（以下本条に
おいてＤ種種類株主という。）またはＤ種種類
株式の登録株式質権者（Ｄ種種類株主と併せて
以下本条においてＤ種種類株主等という。）に
対し、第５条の６第１項に定める支払順位に従
い、Ｄ種種類株式１株につき、次号に定める額
の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
Ｄ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、
以下本条においてＤ種優先配当金という。）を
行う。ただし、配当基準日から当該配当基準日
に係る剰余金の配当が行われる日までの間に、
当会社がＤ種種類株式を取得した場合、当該Ｄ
種種類株式については当該配当基準日に係る剰
余金の配当を行うことを要しない。なお、Ｄ種
優先配当金に、各Ｄ種種類株主等が権利を有す
るＤ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の
端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

⑵ Ｄ種優先配当金の金額
1,000,000円（以下本条において払込金額相当
額という。）および前事業年度の末日を基準日
とする剰余金の配当後のＤ種累積未払配当金相
当額（本項第４号に定める。）（もしあれば）
の合計額に、以下の年率を乗じて算出した額の
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現 行 定 款 変 更 案

金銭について、当該配当基準日の属する事業年
度の初日（ただし、当該配当基準日がＤ種種類
株式の発行日と同一の事業年度に属する場合
は、Ｄ種種類株式の発行日）（同日を含む。）
から当該配当基準日（同日を含む。）までの期
間の実日数につき、１年を365日（ただし、当
該事業年度に閏日を含む場合は366日）として
日割計算を行うものとする（除算は最後に行
い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数
第２位を四捨五入する。）。ただし、当該配当
基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日
より前の日を基準日としてＤ種種類株主等に対
し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に
係るＤ種優先配当金の額は、その各配当におけ
るＤ種優先配当金の合計額を控除した金額とす
る。

① Ｄ種種類株式の発行日（同日を含む。）か
ら同日の３年後の応当日（同日を含む。）
までの期間：5.0％

② Ｄ種種類株式の発行日の３年後の応当日の
翌日（同日を含む。）以降の期間：7.0％

⑶ 非参加条項
当会社は、Ｄ種種類株主等に対しては、Ｄ種
優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の
中で行われる会社法第７５８条第８号ロもし
くは同法第７６０条第７号ロに規定される剰
余金の配当または当会社が行う新設分割手続
の中で行われる同法第７６３条第１項第１２
号ロもしくは同法第７６５条第１項第８号ロ
に規定される剰余金の配当についてはこの限
りではない。

⑷ 累積条項
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現 行 定 款 変 更 案

ある事業年度に属する日を基準日としてＤ種種
類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金
の配当の総額が、当該事業年度に係るＤ種優先
配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とす
る剰余金の配当が行われると仮定した場合にお
いて、本項第２号に従い計算されるＤ種優先配
当金の額をいう。ただし、かかる計算において
は、本項第２号但書の規定は適用されないもの
として計算するものとする。）に達しないとき
は、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度
以降の事業年度に累積する。本号に従い累積す
る金額（以下本条においてＤ種累積未払配当金
相当額という。）については、第５条の６第１
項に定める支払順位に従い、Ｄ種種類株主等に
対して配当する。なお、かかる配当を行うＤ種
累積未払配当金相当額に、各Ｄ種種類株主等が
権利を有するＤ種種類株式の数を乗じた金額に
１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切
り捨てる。

⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種種
類株主等に対し、第５条の６第２項に定める支
払順位に従い、Ｄ種種類株式１株につき、払込
金額相当額に、Ｄ種累積未払配当金相当額およ
び本項第３号に定める日割未払優先配当金額を
加えた額（以下本条においてＤ種残余財産分配
額という。）の金銭を支払う。なお、Ｄ種残余
財産分配額に、各Ｄ種種類株主等が権利を有す
るＤ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の
端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

⑵ 非参加条項
Ｄ種種類株主等に対しては、前号のほか、残余
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財産の分配は行わない。
⑶ 日割未払優先配当金額

Ｄ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金
額は、残余財産の分配が行われる日（以下本条
において分配日という。）の属する事業年度に
おいて、分配日を基準日としてＤ種優先配当金
の支払がなされたと仮定した場合に、前項第２
号に従い計算されるＤ種優先配当金相当額とす
る（以下本条においてＤ種種類株式１株当たり
の日割未払優先配当金額を日割未払優先配当金
額という。）。

⒋ 議決権
Ｄ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合
を除き、株主総会において議決権を有しない。

⒌ 普通株式を対価とする取得請求権
⑴ 普通株式対価取得請求権

Ｄ種種類株主は、Ｄ種種類株式の発行日の１年
後の応当日の翌日以降いつでも、当会社に対し
て、次号に定める数の普通株式（以下本条にお
いて請求対象普通株式という。）の交付と引換
えに、その有するＤ種種類株式の全部または一
部を取得することを請求すること（以下本条に
おいて普通株式対価取得請求という。）ができ
るものとし、当会社は、当該普通株式対価取得
請求に係るＤ種種類株式を取得するのと引換え
に、法令の許容する範囲内において、請求対象
普通株式を、当該Ｄ種種類株主に対して交付す
るものとする。

⑵ Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する普通
株式の数

Ｄ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株
式の数は、普通株式対価取得請求に係るＤ種種
類株式の数に、Ｄ種種類株式１株当たりの払込
金額相当額ならびにＤ種累積未払配当金相当額

― 20 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

および日割未払優先配当金額の合計額を乗じて
得られる額を、次号および本項第４号で定める
取得価額で除して得られる数とする。なお、本
項においては、日割未払優先配当金額の計算に
おける「分配日」を「普通株式対価取得請求の
効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配
当金額を計算する。また、普通株式対価取得請
求に係るＤ種種類株式の取得と引換えに交付す
る普通株式の合計数に１株に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てるものとし、この場
合においては、会社法第１６７条第３項に定め
る金銭の交付は行わない。

⑶ 取得価額
1,396円

⑷ 取得価額の調整
（ａ） Ｄ種種類株式の発行日の翌日（同日を含

む。）以降、以下に掲げる事由が発生し
た場合には、それぞれ以下のとおり取得
価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式

無償割当てをする場合、次の算式によ
り取得価額を調整する。なお、株式無
償割当ての場合には、次の算式におけ
る「分割前発行済普通株式数」は「無
償割当て前発行済普通株式数（ただ
し、その時点で当会社が保有する普通
株式を除く。）」、「分割後発行済普
通株式数」は「無償割当て後発行済普
通株式数（ただし、その時点で当会社
が保有する普通株式を除く。）」とそ
れぞれ読み替える。
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調整後
＝

調整前
×

分割前発行済普通株式数
取得価額 取得価額 分割後発行済普通株式数

調整後
＝

調整前
×

併合前発行済普通株式数
取得価額 取得価額 併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る
基準日の翌日または株式無償割当ての
効力が生ずる日（株式無償割当てに係
る基準日を定めた場合は当該基準日の
翌日）以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場
合、次の算式により、取得価額を調整
する。

調整後取得価額は、株式の併合の効力
が生ずる日以降これを適用する。

③本号（ｄ）に定める普通株式１株当た
りの時価を下回る払込金額をもって普
通株式を発行または当会社が保有する
普通株式を処分する場合（株式無償割
当ての場合、普通株式の交付と引換え
に取得される株式もしくは新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを
含む。以下本号において同じ。）の取
得による場合、普通株式を目的とする
新株予約権の行使による場合または合
併、株式交換、会社分割もしくは株式
交付により普通株式を交付する場合、
当会社またはその関係会社（財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する
規則第８条第８項に定める関係会社
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をいう。）の取締役その他の役員また
は使用人に株式報酬として当会社の普
通株式を交付する場合（株式報酬の給
付を行うために信託会社へ当会社の普
通株式を交付する場合を含む。）を除
く。）、次の算式（以下本条において
取得価額調整式という。）により取得
価額を調整する。取得価額調整式にお
ける「１株当たり払込金額」は、金銭
以外の財産を出資の目的とする場合に
は、当該財産の適正な評価額とする。
調整後取得価額は、払込期日（払込期
間を定めた場合には当該払込期間の最
終日）の翌日以降、また株主への割当
てに係る基準日を定めた場合は当該基
準日（以下本条において株主割当日と
いう。）の翌日以降これを適用する。
なお、当会社が保有する普通株式を処
分する場合には、取得価額調整式にお
ける「新たに発行する普通株式の数」
は「処分する当会社が保有する普通株
式の数」、「当会社が保有する普通株
式の数」は「処分前において当会社が
保有する普通株式の数」とそれぞれ読
み替える。また、取得価額調整式にお
ける「発行済普通株式数」は、調整後
取得価額を適用する日の１ヶ月前の日
（株主への割当てに係る基準日を定め
た場合は株主割当日）における当会社
の発行済普通株式数に、当該調整後取
得価額を適用する日より前に下記④も
しくは⑤または本号（ｂ）①乃至③に
基づき交付されたものとみなされる
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（発行済
普通株式数

－
＋

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

調整後
取得価

額
＝

調整前
取得価

額
×

当会社が保有
する普通株式

の数）
普通株式１株
当たりの時価

（発行済普通株式数
－当会社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

普通株式がある場合、当該普通株式の
うち未だ交付されていない普通株式の
数を加えた数とし、「当会社が保有す
る普通株式の数」は、調整後取得価額
を適用する日の１ヶ月前の日（株主へ
の割当てに係る基準日を定めた場合は
株主割当日）における当会社の保有す
る普通株式数とする。

④当会社に取得をさせることによりまた
は当会社に取得されることにより、本
号（ｄ）に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る普通株式１株当たりの
取得価額をもって普通株式の交付を受
けることができる株式を発行または処
分する場合（株式無償割当ての場合を
含む。）、かかる株式の払込期日（払
込期間を定めた場合には当該払込期間
の最終日。以下本④において同じ。）
に、株式無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日（株式無償割当てに係る
基準日を定めた場合は当該基準日。以
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

下本④において同じ。）に、また株主
割当日がある場合はその日に、発行ま
たは処分される株式の全てが当初の条
件で取得され普通株式が交付されたも
のとみなし､取得価額調整式において
「１株当たり払込金額」としてかかる
価額を使用して計算される額を、調整
後取得価額とする。調整後取得価額
は、払込期日の翌日以降、株式無償割
当ての場合にはその効力が生ずる日の
翌日以降、また株主割当日がある場合
にはその日の翌日以降、これを適用す
る。上記にかかわらず、取得に際して
交付される普通株式の対価が上記の時
点で確定していない場合は、調整後取
得価額は、当該対価の確定時点におい
て発行または処分される株式の全てが
当該対価の確定時点の条件で取得され
普通株式が交付されたものとみなして
算出するものとし、当該対価が確定し
た日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することによりまたは当会社に取
得されることにより、普通株式１株当
たりの新株予約権の払込価額と新株予
約権の行使に際して出資される財産
（金銭以外の財産を出資の目的とする
場合には、当該財産の適正な評価額と
する。以下本⑤において同じ。）の合
計額が本号（ｄ）に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る価額をもって
普通株式の交付を受けることができる
新株予約権を発行する場合（新株予約
権無償割当ての場合を含む。）、かか
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

る新株予約権の割当日に、新株予約権
無償割当ての場合にはその効力が生ず
る日（新株予約権無償割当てに係る基
準日を定めた場合は当該基準日。以下
本⑤において同じ。）に、また株主割
当日がある場合はその日に、発行され
る新株予約権全てが当初の条件で行使
されまたは取得されて普通株式が交付
されたものとみなし、取得価額調整式
において「１株当たり払込金額」とし
て普通株式１株当たりの新株予約権の
払込価額と新株予約権の行使に際して
出資される財産の普通株式１株当たり
の価額の合計額を使用して計算される
額を、調整後取得価額とする。調整後
取得価額は、かかる新株予約権の割当
日の翌日以降、新株予約権無償割当て
の場合にはその効力が生ずる日の翌日
以降、また株主割当日がある場合には
その翌日以降、これを適用する。上記
にかかわらず、取得または行使に際し
て交付される普通株式の対価が上記の
時点で確定していない場合は、調整後
取得価額は、当該対価の確定時点にお
いて発行される新株予約権全てが当該
対価の確定時点の条件で行使されまた
は取得されて普通株式が交付されたも
のとみなして算出するものとし、当該
対価が確定した日の翌日以降これを適
用する。ただし、本⑤による取得価額
の調整は、当会社または当会社の子会
社の取締役、監査役、執行役その他の
役員または従業員に対してストック・
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

オプション目的で発行される普通株式
を目的とする新株予約権には適用され
ないものとする。

（ｂ） 本号（ａ）に掲げた事由によるほか、下
記①乃至③のいずれかに該当する場合に
は、当会社はＤ種種類株主等に対して、
あらかじめ書面によりその旨ならびにそ
の事由、調整後取得価額、適用の日およ
びその他必要な事項を通知したうえ、取
得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換もしくは株

式交付による他の株式会社の発行済株
式の全部もしくは一部の取得、株式移
転、吸収分割、吸収分割による他の会
社がその事業に関して有する権利義務
の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要と
するとき。

②取得価額を調整すべき事由が２つ以上
相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後の取得価額の算出に当たり使用
すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数（ただし、
当会社が保有する普通株式の数を除
く。）の変更または変更の可能性を生
ずる事由の発生によって取得価額の調
整を必要とするとき。

（ｃ） 価額の調整に際して計算が必要な場合
は、円位未満小数第２位まで算出し、そ
の小数第２位を四捨五入する。

（ｄ） 取得価額調整式に使用する普通株式１株
当たりの時価は、調整後取得価額を適用
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

する日（ただし、取得価額を調整すべき
事由について株式会社東京証券取引所
（以下本条において東京証券取引所とい
う。）が提供する適時開示情報閲覧サー
ビスにおいて公表された場合には、当該
公表が行われた日）に先立つ連続する20
取引日の東京証券取引所が発表する当会
社の普通株式の普通取引の売買高加重平
均価格（以下本条においてVWAPとい
う。）の平均値（円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位を四捨五入す
る。）とする。本条において「取引日」
とは、東京証券取引所において当会社普
通株式の普通取引が行われる日をいい、
VWAPが発表されない日は含まないもの
とする。

（ｅ） 取得価額の調整に際し計算を行った結
果、調整後取得価額と調整前取得価額と
の差額が1円未満にとどまるときは、取
得価額の調整はこれを行わない。ただ
し、本（ｅ）により不要とされた調整は
繰り越されて、その後の調整の計算にお
いて斟酌される。

⑸ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸
の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

⑹ 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価
取得請求に要する書類が前号に記載する普通株
式対価取得請求受付場所に到達したときまたは
当該書類に記載された効力発生希望日のいずれ
か遅い時点に発生する。
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

⑺ 普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、
当該普通株式対価取得請求をしたＤ種種類株主に
対して、当該Ｄ種種類株主が指定する株式会社証
券保管振替機構または口座管理機関における振替
口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うこ
とにより普通株式を交付する。

⒍ 金銭を対価とする取得請求権
⑴ 金銭対価取得請求権

Ｄ種種類株主は、Ｄ種種類株式の発行日以降いつ
でも、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、
その有するＤ種種類株式の全部または一部を取得
することを請求すること（以下本条において金銭
対価取得請求という。）ができるものとし、当会
社は、当該金銭対価取得請求に係るＤ種種類株式
を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内
において、当該金銭対価取得請求に係るＤ種種類
株式の数に、Ｄ種種類株式１株当たりの払込金額
相当額ならびにＤ種累積未払配当金相当額および
日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる
額の金銭を、当該Ｄ種種類株主に対して交付する
ものとする。なお、本項においては、日割未払優
先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対
価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割
未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取
得請求に係るＤ種種類株式の取得と引換えに交付
する金銭に１円に満たない端数があるときは、こ
れを切り捨てるものとする。

⑵ 金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に
要する書類が当会社に到達したときまたは当該書
類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時
点に発生する。
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

⒎ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、Ｄ種種類株式の発行日以降いつでも、
当会社の取締役会が別に定める日（以下本条にお
いて金銭対価償還日という。）が到来することを
もって、法令の許容する範囲内において、金銭を
対価として、Ｄ種種類株式の全部または一部を取
得することができる（以下本条において金銭対価
償還という。）ものとし、当会社は、当該金銭対
価償還に係るＤ種種類株式を取得するのと引換え
に、当該金銭対価償還に係るＤ種種類株式の数
に、Ｄ種種類株式１株当たりの払込金額相当額な
らびにＤ種累積未払配当金相当額および日割未払
優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭
を、Ｄ種種類株主に対して交付するものとする。
なお、本項においては、日割未払優先配当金額の
計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と
読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。
また、金銭対価償還に係るＤ種種類株式の取得と
引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てるものとする。Ｄ種種
類株式の一部を取得するときは、按分比例その他
当会社の取締役会が定める合理的な方法によっ
て、Ｄ種種類株主から取得すべきＤ種種類株式を
決定する。

⒏ 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排
除

当会社が株主総会の決議によってＤ種種類株主と
の合意により当該Ｄ種種類株主の有するＤ種種類
株式の全部または一部を取得する旨を決定する場
合には、会社法第１６０条第２項および第３項の
規定を適用しないものとする。

⒐ 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
⑴ 当会社は、Ｄ種種類株式について株式の分割

または併合を行わない。
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

⑵ 当会社は、Ｄ種種類株主には、募集株式の割
当てを受ける権利または募集新株予約権の割
当てを受ける権利を与えない。

⑶ 当会社は、Ｄ種種類株主には、株式無償割当
てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

10. 譲渡制限
譲渡によるＤ種種類株式の取得については、当会
社の取締役会の承認を要する。

＜新設＞ （優先順位）
第５条の６
⒈ Ａ種優先配当金（第５条の２に定義する。）、Ａ

種累積未払配当金相当額（第５条の２に定義す
る。）、普通株主等（第５条の３に定義する。）
およびＢ種種類株主等（第５条の３に定義す
る。）に対する剰余金の配当、Ｃ種優先配当金
（第５条の４に定義する。）、Ｃ種累積未払配当
金相当額（第５条の４に定義する。）、Ｄ種優先
配当金（第５条の５に定義する。）ならびにＤ種
累積未払配当金相当額（第５条の５に定義す
る。）の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当
額、Ｃ種累積未払配当金相当額およびＤ種累積未
払配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金、Ｃ
種優先配当金およびＤ種優先配当金が第２順位、
普通株主等およびＢ種種類株主等に対する剰余金
の配当が第３順位とする。

⒉ Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式、Ｄ
種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配
の支払順位は、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ
種種類株式およびＤ種種類株式に係る残余財産の
分配を第１順位、普通株式に係る残余財産の分配
を第２順位とする。

⒊ 当会社が剰余金の配当または残余財産の分配を行
う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産
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定款一部変更議案①

現 行 定 款 変 更 案

の分配を行うために必要な総額に満たない場合
は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分
配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方
法により剰余金の配当または残余財産の分配を行
う。

（単元株式数）
第７条
当会社普通株式の１単元の株式数は、100株とし、
Ａ種種類株式およびＢ種種類株式の単元株式数は、
それぞれ１株とする。

（単元株式数）
第７条
当会社普通株式の１単元の株式数は、100株とし、
Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式および
Ｄ種種類株式の単元株式数は、それぞれ１株とす
る。
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種類株発行議案

第２号議案　第三者割当による募集株式（C種種類株式及びD種種類株式）の発行の件
　会社法第199条の規定に基づき、下記１．に記載の理由により、下記２．に記載の要領にて、
株式会社日本政策投資銀行（以下「割当予定先」といいます。）に対する第三者割当による募集
株式（C種種類株式及びD種種類株式）（以下「本種類株式」といいます。）の発行（以下「本
第三者割当増資」といいます。）を実施することにつき、ご承認をお願いするものであります。
　なお、本第三者割当増資は、第１号議案及び普通株主様による種類株主総会の株主総会参考書
類に記載の議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、並びにA種種類株主様
による種類株主総会及びB種種類株主様による種類株主総会において議案「定款一部変更の件」
の承認が得られることを条件とします。

１. 特に有利な払込金額で募集株式を発行する理由
⑴ 募集の目的及び理由
①募集に至る経緯及び目的
　当社は、企業理念に「環境と人にやさしい技術への貢献」を掲げており、この理念に基づ
き、地球環境・テクノロジー・世界情勢の変化を見据え、豊かな未来の創造と技術革新を実現
する商品価値の継続的な提供によって夢を実現する技術に貢献することを当社の使命として事
業活動を展開しております。当社は、2023年度から2025年度までを対象とする第10次中期
経営計画に則り経営課題の解消と事業成長に努め、第10次中期経営計画で重点施策として掲
げた導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサの増産などで一定の成果を得ましたが、
国際情勢を発端とする市況変化やアルミ電解コンデンサの価格競争の激化による市場シェア悪
化の影響により、第10次中期経営計画で定めた経営目標は大幅な未達となりました。
　このような状況のもと、当社は2026年4月9日、2026年4月から開始する第11次中期経営
計画（2026年度～2028年度）（以下「新中期経営計画」といいます。）を公表いたしまし
た。新中期経営計画においては、市場に向けた商品提案力の強化と、中長期的な事業成長を見
据えたマス（汎用品）市場及び成長市場での収益力向上を基本方針として掲げております。
　マス（汎用品）市場では、最適地生産体制の構築と最適地購買の推進により価格競争力を高
め、市場シェアの拡大を図ります。一方、成長市場においては、急速な拡大が見られるAIサー
バー市場に注力し、AIサーバー向けデータセンターで需要が増加している大容量アルミ電解コ
ンデンサの販売拡大を通じて高収益の実現を目指します。
　これらの取り組みにより、高収益・高成長の実現を図るとともに、健全な財務基盤の構築を
通じて企業価値を高め、ステークホルダーの皆様からの信頼・評価の向上に努めてまいりま
す。
　なお、新中期経営計画における成長市場での競争力強化と健全な財務基盤の確立を実現する
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ためには、需要拡大が著しいAIサーバー市場向け大容量アルミ電解コンデンサ及びマス（汎用
品）市場でのシェア向上に向けた投資が必要となります。
　また、当社は、2023年10月10日「第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準
備金の額の減少、定款の一部変更、並びに種類株式の発行に係る資本金及び資本準備金の額の
減少、並びに第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」において公表したとおり、
2023年当時において、2014年より継続していたアルミ電解コンデンサ等の取引に関する競
争法関連の多額の損失計上による財務体質の悪化及び自己資本比率の低下を解消する必要性が
生じていた一方で、第10次中期経営計画を開始し、先行き不透明な経営環境の中でも柔軟に
対応しつつ、持続的成長の実現に向けた重点施策の推進を重要な課題と位置づけておりまし
た。とりわけ、需要拡大が見込まれる導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ事業に
ついては、新工場建設による増産体制の整備を予定していたことから、これらの取り組みに必
要となる資金を確保するため、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事
業有限責任組合（以下「JIS3号ファンド」といいます。）を割当先として、A種種類株式
（10,000,000,000円）及びB種種類株式（5,000,000,000円）を発行しております。当社
は、これらの種類株式については、発行当初より、金銭を対価とする取得条項を用いて取得す
ることにより普通株式を対価とする取得請求権による希薄化が顕在化することを可能な限り回
避することを目指しておりましたが、①2026年1月13日付「台湾公平交易委員会との調停成
立（和解）に関するお知らせ」において公表したとおり、アルミ電解コンデンサ等の取引に関
する競争法関連の事案が全て終結したことから、同事案により当社の財務基盤に対する悪影響
が生じる懸念がなくなったこと、また、②A種種類株式について、2026年4月1日以降、優先
配当率が、年5.5％から年7.5％に上昇することや、金銭を対価とする取得条項を行使する場合
に交付すべき金銭の額の算定において用いられる「償還プレミアム」が2026年7月1日以降は
現状の1.085から1.100に上昇することにより、配当負担及び金銭償還の金額負担が増加する
局面に差し掛かっていることを踏まえて、当初の目標どおり、A種種類株式について早期に金
銭償還を実施すべきと考えました。
　上記の現状を踏まえ、当社は、新中期経営計画における高成長・高収益を実現するため、AI
サーバー市場向け大容量アルミ電解コンデンサ及びマス（汎用品）市場でのシェア向上に向け
た成長資金を確保しつつ、A種種類株式の金銭償還実施後においても健全な財務基盤を維持
し、また、配当負担及び金銭償還の金額負担の低減を図るべく、本第三者割当増資による新規
の資本性資金調達が必要であるとの結論に至りました。

②本第三者割当増資を選択した理由
　当社は、A種種類株式の金銭償還実施後においても健全な財務基盤を維持し、また、既存株
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主の皆様への希薄化による影響に配慮しつつ、AIサーバー市場向け大容量アルミ電解コンデン
サ及びマス（汎用品）市場でのシェア向上に向けた成長資金の調達を確実に実施するという観
点から、様々な資金調達の選択肢を検討してまいりました。2026年3月27日付「第三者割当
による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにA種種類
株式の取得及び消却に関するお知らせ」に記載のとおり、2026年6月29日にA種種類株式の
取得及び消却を実施することにより、当社の自己資本が減少することになります。一方で、AI
サーバー市場向け大容量アルミ電解コンデンサの生産設備といった設備投資は投資回収に一定
期間を要するため、長期かつ安定的な資金調達を行う必要があると考えました。かかる中で、
金融機関等からの借入や社債発行による負債性の資金調達と比較し、資本性の資金調達を実施
することが必要かつ適切であると考えました。
　また、資金調達手法に関しては現在の経済情勢、資本市場の状況、当社を取り巻く経営環
境、当社の財務状態及び経営成績、当社の直近の株価の状況等を勘案すると、公募増資や普通
株式の第三者割当増資の実施は、相応の規模の普通株式の希薄化を直ちにもたらすことにな
り、株主の皆様に対して不利益を生じさせかねないこと、また株価水準次第では調達金額が変
動し得ることから適切ではないと判断いたしました。さらに、既存株主の皆様に対して新株予
約権を割り当てる新株予約権無償割当（ライツオファリング）又は株式を割り当てる株主割当
の実施は、株価動向等を踏まえた割当株主の判断により新株予約権が全て行使されるとは限ら
ず、また、株主の皆様に株主割当に応じていただけるとも限らないため、最終的な資金調達額
が不明であり、現時点における当社にとっての選択肢としては適切ではないと判断いたしまし
た。また、証券会社に新株予約権を割り当てるエクイティコミットメントラインについても同
様の観点に加え、段階的ではあるものの相応の規模の普通株式の希薄化が発生することから適
切ではないと判断いたしました。
　これに対して、本第三者割当増資のような種類株式を用いた第三者割当増資は、必要金額の
調達を確実に行うことができ、また、その商品設計によっては資本性の資金調達を行いつつ、
急激な希薄化を回避することも可能であり、適切な外部投資家が選定できる限り、当社にとっ
て最も有効な選択肢となり得ると考えました。この点、割当予定先である株式会社日本政策投
資銀行は当社の主要取引金融機関であり、当社を取り巻く経営環境、経営状況及び当社の資本
政策の考え方を十分にご理解いただいたこと等を総合的に勘案し、株式会社日本政策投資銀行
を割当予定先とする本第三者割当増資を実施することといたしました。
　なお、本種類株式は、A種種類株式と比較して優先配当率や取得価額等を考慮した実質的な
経済条件が良化していると判断しております。新中期経営計画の達成に向け、本第三者割当増
資の実施を通じて、2026年6月29日に行われる予定のA種種類株式の償還後においても健全
な財務基盤を維持しつつ、成長領域における設備投資等の成長資金を調達することが、現時点
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における当社が採り得る最善の選択であると判断いたしました。

⑵ 発行条件等の合理性
①払込金額の算定根拠及びその具体的内容
　当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、当社の置かれた経営環
境及び財務状況、本種類株式の優先配当率、本種類株主が負担することとなるクレジット・コ
スト等の諸条件、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計（住所：東京都千代田区紀尾井
町4番1号、代表者：山本顕三）（以下「赤坂国際会計」といいます。）による価値算定結果
等を考慮の上、割当予定先との間で締結した2026年3月27日付投資契約（以下「本投資契
約」といいます。）の契約内容を含む本第三者割当増資に係る条件に関する交渉を重ねた結
果、C種種類株式及びD種種類株式のいずれについても払込金額を１株当たり1,000,000円と
決定いたしました。
　当社としては、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、C種種類株式及びD種
種類株式の商品性を踏まえれば割当予定先も本第三者割当増資を通じて相当のリスクを負担す
ること等を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。
　もっとも、種類株式の価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、当社は、当社
から独立した第三者評価機関である赤坂国際会計に対してC種種類株式及びD種種類株式の価
値算定を依頼し、価値算定書（以下「本価値算定書」といいます。）を取得しております。赤
坂国際会計は、C種種類株式及びD種種類株式に付された諸条件と一定の前提（当社普通株式
の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、リスクプレミアム、取得条項、取得
請求権等）を踏まえた、当社の行動に関する一定の仮定（金銭を対価とする取得条項の発動
等）及び割当予定先の行動に関する一定の仮定（本種類株式に関する金銭を対価とする取得請
求権の行使等）を参考に、一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミ
ュレーションを用いて、C種種類株式及びD種種類株式のそれぞれについて公正価値を算定し
ております。本価値算定書においては、C種種類株式の価格は１株当たり約887,000円～
1,012,000円、D種種類株式の価格は１株当たり約953,000円～1,062,000円とされており
ます。
　当社としては、上記のとおり、C種種類株式及びD種種類株式のいずれの払込金額について
も合理性が認められると考えており、また、C種種類株式及びD種種類株式のいずれについて
も、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、赤坂国際会計による本価値算定書に
おける上記評価結果等を踏まえても、会社法上、その払込金額（１株当たり1,000,000円）が
割当予定先に特に有利な金額とまではいえないとの判断も合理的に可能と考えられるものの、
非上場株式であるC種種類株式及びD種種類株式には客観的な市場価格がなく、その価値評価
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に関しては様々な考え方があり得ることから、その払込金額（１株当たり1,000,000円）が割
当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本
株主総会での会社法第199条第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を
得ることを条件として発行することといたしました。

②発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
　当社は、本種類株式（C種種類株式6,000株及びD種種類株式3,000株）を発行することに
より、総額9,000,000,000円を調達いたしますが、上述した本種類株式の発行の目的及び資
金使途に照らしますと、本種類株式の発行数量も合理的であると判断しております。
　なお、本種類株式については、株主総会における議決権はありません。また、C種種類株式
には普通株式を対価とする取得請求権は付されておりません。
　他方、D種種類株式には普通株式を対価とする取得請求権が付されております。D種種類株
式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定すると、D種種類株式
の発行による希薄化率は約9.36％となります。
　このように、D種種類株式の取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合に
は、当社の普通株式の希薄化が生じることとなります。
　しかしながら、①本種類株式による資金調達（総額9,000,000,000円）のうち
6,000,000,000円は潜在的な普通株式の希薄化懸念のないC種種類株式により実施しており、
D種種類株式による資金調達は3,000,000,000円と資金調達全体の3分の1に抑えられている
点、②D種種類株式には、金銭対価の取得条項が付されているため、発行後１年が経過した後
は、当社の判断で金銭償還することが可能であり、これにより普通株式を対価とする取得請求
権の行使による普通株式の希薄化の発生を抑制することが可能な設計がなされている点（な
お、全部の取得だけでなく一部の取得も可能な設計となっております。）、③本第三者割当増
資に伴い、配当負担や金銭償還の金額負担を低減できるほか、A種種類株式に付された普通株
式を対価とする取得請求権の行使に伴う普通株式の希薄化懸念（※）を解消できるため、全体
として見れば普通株式の希薄化率は低下していると評価できる点、④D種種類株式の普通株式
を対価とする取得請求権の行使は、当初1年間は行使ができず、さらに、本投資契約におい
て、JIS3号ファンドが当社のB種種類株式の一切を保有しなくなった場合を除き、2029年6月
29日を経過した場合にのみ行使を可能とする旨が合意されており、本第三者割当増資実施後
に短期間で希薄化が顕在することがないように設計されている点等、D種種類株式の希薄化に
よって既存株主の皆様に生じ得る影響をより少なくするための方策を講じております。加えて
本第三者割当増資により、2026年6月29日に予定しているA種種類株式の金銭償還後におい
ても健全な財務基盤を維持した上で、成長分野における設備投資等のための成長資金を確実に
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調達することが可能となることから、当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与するもの
であり、ひいては株主価値の向上に資するものであると考えられます。
　以上を踏まえれば、当社としては、本種類株式の発行により生じ得る希薄化の規模は合理的
であると判断しております。
（※）A種種類株式（10,000株）の全部について、現在の取得価額（1,289.10円）で2026
年7月1日に普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定した場合、（A種累積未払配
当金相当額（当社定款において定義します。）及びA種日割未払優先配当金額（A種種類株式
１株当たりの日割未払優先配当金額をいいます。）がいずれも存在しない前提で）普通株式
8,533,085株（議決権数：85,330個（2026年3月末日現在の株主名簿に基づく当社の発行済
普通株式に係る議決権総数（229,465個）に対する割合37.19％））が交付されることになり
ます。
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２. 募集事項の内容
⑴ 募集株式の種類及び数
C種種類株式6,000株
D種種類株式3,000株

⑵ 募集株式の払込金額
①C種種類株式
１株につき1,000,000円
②D種種類株式
１株につき1,000,000円

⑶ 払込金額の総額
①C種種類株式
6,000,000,000円
②D種種類株式
3,000,000,000円

⑷ 増加する資本金及び増加する資本準備金の額
①C種種類株式
増加する資本金の額 3,000,000,000円（１株につき、500,000円）
増加する資本準備金の額 3,000,000,000円（１株につき、500,000円）
②D種種類株式
増加する資本金の額 1,500,000,000円（１株につき、500,000円）
増加する資本準備金の額 1,500,000,000円（１株につき、500,000円）

⑸ 払込期日
C種種類株式及びD種種類株式ともに2026年6月29日

⑹ 発行方法
第三者割当の方法により、株式会社日本政策投資銀行に全てのC種種類株式及びD種種類株
式を割り当てる。

⑺ 募集株式の内容
C種種類株式及びD種種類株式の内容につきましては、第１号議案をご参照ください。
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現 行 定 款 変 更 案

第２章　株式 第２章　株式
（発行可能株式総数）
第５条
当会社の発行可能株式総数は、5,500万株とし、当会
社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおり
とする。
普通株式　　　5,500万株
Ａ種種類株式　10,000株
Ｂ種種類株式　5,000株
Ｃ種種類株式　6,000株
Ｄ種種類株式　3,000株

（発行可能株式総数）
第５条
当会社の発行可能株式総数は、5,500万株とし、当会
社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおり
とする。
普通株式　　　5,500万株
Ｂ種種類株式　5,000株
Ｃ種種類株式　6,000株
Ｄ種種類株式　3,000株

第３号議案　定款一部変更（２）の件
１. 提案の理由
　2026年6月29日に予定しているA種種類株式の取得及び消却に伴い、2026年6月30日を効力
発生日として、A種種類株式に関する規定を削除するものであります。
　なお、本定款変更については、第１号議案に係る定款変更の効力発生及びA種種類株式の取得
及び消却が完了していることを条件とします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）
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（Ａ種種類株式）
第５条の２
⒈ 当会社の発行するＡ種種類株式の内容は、次項

から第９項までに定めるものとする。
２．剰余金の配当
⑴ Ａ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日
として剰余金の配当をするときは、当該剰余金
の配当の基準日（以下本条において配当基準日
という。）の最終の株主名簿に記載または記録
されたＡ種種類株式を有する株主（以下本条に
おいてＡ種種類株主という。）またはＡ種種類
株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて
以下本条においてＡ種種類株主等という。）に
対し、第５条の６第１項に定める支払順位に従
い、Ａ種種類株式１株につき、次号に定める額
の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
Ａ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、
以下本条においてＡ種優先配当金という。）を
行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種類株
主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた
金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端
数は切り捨てる。
⑵ Ａ種優先配当金の金額
Ａ種優先配当金の額は、配当基準日が2026年３
月末日以前に終了する事業年度に属する場合、
1,000,000円（以下本条において払込金額相当
額という。）に、5.5％を乗じて算出した額の金
銭について、配当基準日が2026年４月１日以降
に開始する事業年度に属する場合、払込金額相
当額に、7.5％を乗じて算出した額の金銭につい
て、当該配当基準日の属する事業年度の初日
（ただし、当該配当基準日が2024年３月末日に

（Ａ種種類株式）
第５条の２
（削除）
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終了する事業年度に属する場合は、Ａ種種類株
式の発行日）（同日を含む。）から当該配当基
準日（同日を含む。）までの期間の実日数につ
き、１年を365日（ただし、当該事業年度に閏
日を含む場合は366日）として日割計算を行う
ものとする（除算は最後に行い、円位未満小数
第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入
する。）。ただし、当該配当基準日の属する事
業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準
日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を配当し
たときは、当該配当基準日に係るＡ種優先配当
金の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金
の合計額を控除した金額とする。
⑶ 非参加条項
当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優
先配当金およびＡ種累積未払配当金相当額（次
号に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行
わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の
中で行われる会社法第７５８条第８号ロもしく
は同法第７６０条第７号ロに規定される剰余金
の配当または当会社が行う新設分割手続の中で
行われる同法第７６３条第１項第１２号ロもし
くは同法第７６５条第１項第８号ロに規定され
る剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑷ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種
類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金
の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係
るＡ種優先配当金につき本号に従い累積したＡ
種累積未払配当金相当額（以下に定義され
る。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年
度に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度の
末日を基準日とする剰余金の配当が行われると
仮定した場合において、本項第２号に従い計算
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されるＡ種優先配当金の額をいう。ただし、か
かる計算においては、本項第２号但書の規定は
適用されないものとして計算するものとす
る。）に達しないときは、その不足額は、当該
事業年度（以下本号において不足事業年度とい
う。）の翌事業年度以降の事業年度に累積す
る。この場合の累積額は、不足事業年度に係る
定時株主総会（以下本号において不足事業年度
定時株主総会という。）の翌日（同日を含
む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配
当される日（同日を含む。）までの間、不足事
業年度の翌事業年度以降の各事業年度におい
て、当該事業年度が2026年３月末日以前に終了
する事業年度の場合は年率5.5％の利率で、当該
事業年度が2026年４月１日以降に開始する事業
年度の場合は年率7.5％の利率で、１年毎（ただ
し、１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日
（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年
度の末日（同日を含む。）までとする。）の複
利計算により算出した金額を加算した金額とす
る。なお、当該計算は、１年を365日（ただ
し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）
とした日割計算により行うものとし、除算は最
後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ
の小数第２位を四捨五入する。本号に従い累積
する金額（以下本条においてＡ種累積未払配当
金相当額という。）については、第５条の６第
１項に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等
に対して配当する。なお、かかる配当を行うＡ
種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等
が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額
に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は
切り捨てる。
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⒊ 残余財産の分配
⑴ 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種
類株主等に対し、第５条の６第２項に定める支
払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、払込
金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額およ
び本項第３号に定める日割未払優先配当金額を
加えた額（以下本条においてＡ種残余財産分配
額という。）の金銭を支払う。ただし、本号に
おいては、残余財産の分配が行われる日（以下
本条において分配日という。）が配当基準日の
翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基
準日とした剰余金の配当が行われる時点までの
間である場合は、当該配当基準日を基準日とす
る剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ
種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ
種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利
を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円
未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨
てる。
⑵ 非参加条項
Ａ種種類株主等に対しては、前号のほか、残余
財産の分配は行わない。
⑶ 日割未払優先配当金額
Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金
額は、分配日の属する事業年度において、分配
日を基準日としてＡ種優先配当金の支払がなさ
れたと仮定した場合に、前項第２号に従い計算
されるＡ種優先配当金相当額とする（以下本条
においてＡ種種類株式１株当たりの日割未払優
先配当金額を日割未払優先配当金額とい
う。）。

⒋ 議決権
Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合
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を除き、株主総会において議決権を有しない。
⒌ 普通株式を対価とする取得請求権
⑴ 普通株式対価取得請求権
Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降い
つでも、当会社に対して、次号に定める数の普
通株式（以下本条において請求対象普通株式と
いう。）の交付と引換えに、その有するＡ種種
類株式の全部または一部を取得することを請求
すること（以下本条において普通株式対価取得
請求という。）ができるものとし、当会社は、
当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式
を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲
内において、請求対象普通株式を、当該Ａ種種
類株主に対して交付するものとする。
⑵ Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通

株式の数
Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株
式の数は、普通株式対価取得請求に係るＡ種種
類株式の数に、(i)Ａ種種類株式１株当たりの払
込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得
プレミアムを乗じて得られる額ならびに(ii)Ａ種
累積未払配当金相当額および日割未払優先配当
金額の合計額を乗じて得られる額を、本項第３
号乃至第６号で定める取得価額で除して得られ
る数とする。なお、本項においては、Ａ種累積
未払配当金相当額の計算における｢累積額がＡ種
種類株主等に対して配当される日｣および日割未
払優先配当金額の計算における「分配日」を、
それぞれ「普通株式対価取得請求の効力発生の
日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額
および日割未払優先配当金額を計算する。ま
た、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式
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の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に
１株に満たない端数があるときは、これを切り
捨てるものとし、この場合においては、会社法
第１６７条第３項に定める金銭の交付は行わな
い。
本条において「普通株式対価取得プレミアム」
とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日
が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分
に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① Ａ種種類株式の発行日の翌日から2024年
６月30日まで：1.030

② 2024年７月１日から2025年６月30日ま
で：1.060

③ 2025年７月１日から2026年６月30日ま
で：1.085

④ 2026年７月１日から2027年６月30日ま
で：1.100

⑤ 2027年７月１日以降：1.110
⑶ 当初取得価額
1,364.3円
⑷ 取得価額の修正
取得価額は、2023年12月31日およびそれ以降
の６か月毎の応当日（当該日が取引日（以下に
定義する。）でない場合には翌取引日とする。
以下本条において取得価額修正日という。）に
おいて、各取得価額修正日に先立つ連続する20
取引日（売買高加重平均価格（以下本条におい
てVWAPという。）が発表されない日を除く20
取引日とする。以下本号において取得価額算定
期間という。）の株式会社東京証券取引所（以
下本条において東京証券取引所という。）が発
表する当会社の普通株式の普通取引のVWAPの
平均値（なお、取得価額算定期間中に次号に規
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定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値
は次号に準じて当会社が適当と判断する値に調
整される。）の90％に相当する額（円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五
入する。）に修正され（以下本条において、か
かる修正後の取得価額を修正後取得価額とい
う。）、修正後取得価額は取得価額修正日より
適用される。ただし、修正後取得価額が955円
（ただし、本項第６号の調整を受ける。以下本
条においてＡ種下限取得価額という。）を下回
る場合には、修正後取得価額はＡ種下限取得価
額とする。
本条において「取引日」とは、東京証券取引所
において当会社普通株式の普通取引が行われる
日をいい、VWAPが発表されない日は含まない
ものとする。
⑸ 取得価額の調整
（ａ） Ａ種種類株式の発行日の翌日（同日を含

む。）以降、以下に掲げる事由が発生し
た場合には、それぞれ以下のとおり取得
価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式
無償割当てをする場合、次の算式によ
り取得価額を調整する。なお、株式無
償割当ての場合には、次の算式におけ
る「分割前発行済普通株式数」は「無
償割当て前発行済普通株式数（ただ
し、その時点で当会社が保有する普通
株式を除く。）」、「分割後発行済普
通株式数」は「無償割当て後発行済普
通株式数（ただし、その時点で当会社
が保有する普通株式を除く。）」とそ
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調整後
＝

調整前
×

分割前発行済普通株式数
取得価額 取得価額 分割後発行済普通株式数

調整後
＝

調整前
×

併合前発行済普通株式数
取得価額 取得価額 併合後発行済普通株式数

れぞれ読み替える。

調整後取得価額は、株式の分割に係る
基準日の翌日または株式無償割当ての
効力が生ずる日（株式無償割当てに係
る基準日を定めた場合は当該基準日の
翌日）以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場
合、次の算式により、取得価額を調整
する。

調整後取得価額は、株式の併合の効力
が生ずる日以降これを適用する。
③本号（ｄ）に定める普通株式１株当た
りの時価を下回る払込金額をもって普
通株式を発行または当会社が保有する
普通株式を処分する場合（株式無償割
当ての場合、普通株式の交付と引換え
に取得される株式もしくは新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを
含む。以下本号において同じ。）の取
得による場合、普通株式を目的とする
新株予約権の行使による場合または合
併、株式交換、会社分割もしくは株式
交付により普通株式を交付する場合を
除く。）、次の算式（以下本条におい
て取得価額調整式という。）により取

― 48 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

定款一部変更議案②

現 行 定 款 変 更 案

（発行済
普通株式数
－

＋

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

調整後
取得価
額

＝
調整前
取得価
額

×

当会社が保有
する普通株式
の数）

普通株式１株
当たりの時価

（発行済普通株式数
－当会社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

得価額を調整する。取得価額調整式に
おける「１株当たり払込金額」は、金
銭以外の財産を出資の目的とする場合
には、当該財産の適正な評価額とす
る。調整後取得価額は、払込期日（払
込期間を定めた場合には当該払込期間
の最終日）の翌日以降、また株主への
割当てに係る基準日を定めた場合は当
該基準日（以下本条において株主割当
日という。）の翌日以降これを適用す
る。なお、当会社が保有する普通株式
を処分する場合には、次の算式におけ
る「新たに発行する普通株式の数」は
「処分する当会社が保有する普通株式
の数」、「当会社が保有する普通株式
の数」は「処分前において当会社が保
有する普通株式の数」とそれぞれ読み
替える。

④当会社に取得をさせることによりまた
は当会社に取得されることにより、本
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号（ｄ）に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る普通株式１株当たりの
取得価額をもって普通株式の交付を受
けることができる株式を発行または処
分する場合（株式無償割当ての場合を
含む。）、かかる株式の払込期日（払
込期間を定めた場合には当該払込期間
の最終日。以下本④において同じ。）
に、株式無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日（株式無償割当てに係る
基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主
割当日がある場合はその日に、発行ま
たは処分される株式の全てが当初の条
件で取得され普通株式が交付されたも
のとみなし､取得価額調整式において
「１株当たり払込金額」としてかかる
価額を使用して計算される額を、調整
後取得価額とする。調整後取得価額
は、払込期日の翌日以降、株式無償割
当ての場合にはその効力が生ずる日の
翌日以降、また株主割当日がある場合
にはその日の翌日以降、これを適用す
る。上記にかかわらず、取得に際して
交付される普通株式の対価が上記の時
点で確定していない場合は、調整後取
得価額は、当該対価の確定時点におい
て発行または処分される株式の全てが
当該対価の確定時点の条件で取得され
普通株式が交付されたものとみなして
算出するものとし、当該対価が確定し
た日の翌日以降これを適用する。
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⑤行使することによりまたは当会社に取
得されることにより、普通株式１株当
たりの新株予約権の払込価額と新株予
約権の行使に際して出資される財産
（金銭以外の財産を出資の目的とする
場合には、当該財産の適正な評価額と
する。以下本⑤において同じ。）の合
計額が本号（ｄ）に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る価額をもって
普通株式の交付を受けることができる
新株予約権を発行する場合（新株予約
権無償割当ての場合を含む。）、かか
る新株予約権の割当日に、新株予約権
無償割当ての場合にはその効力が生ず
る日（新株予約権無償割当てに係る基
準日を定めた場合は当該基準日。以下
本⑤において同じ。）に、また株主割
当日がある場合はその日に、発行され
る新株予約権全てが当初の条件で行使
されまたは取得されて普通株式が交付
されたものとみなし、取得価額調整式
において「１株当たり払込金額」とし
て普通株式１株当たりの新株予約権の
払込価額と新株予約権の行使に際して
出資される財産の普通株式１株当たり
の価額の合計額を使用して計算される
額を、調整後取得価額とする。調整後
取得価額は、かかる新株予約権の割当
日の翌日以降、新株予約権無償割当て
の場合にはその効力が生ずる日の翌日
以降、また株主割当日がある場合には
その翌日以降、これを適用する。上記
にかかわらず、取得または行使に際し
て交付される普通株式の対価が上記の
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時点で確定していない場合は、調整後
取得価額は、当該対価の確定時点にお
いて発行される新株予約権全てが当該
対価の確定時点の条件で行使されまた
は取得されて普通株式が交付されたも
のとみなして算出するものとし、当該
対価が確定した日の翌日以降これを適
用する。ただし、本⑤による取得価額
の調整は、当会社または当会社の子会
社の取締役、監査役、執行役その他の
役員または従業員に対してストック・
オプション目的で発行される普通株式
を目的とする新株予約権には適用され
ないものとする。

（ｂ） 本号（ａ）に掲げた事由によるほか、下
記①乃至③のいずれかに該当する場合に
は、当会社はＡ種種類株主等に対して、
あらかじめ書面によりその旨ならびにそ
の事由、調整後取得価額、適用の日およ
びその他必要な事項を通知したうえ、取
得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換もしくは株
式交付による他の株式会社の発行済株
式の全部もしくは一部の取得、株式移
転、吸収分割、吸収分割による他の会
社がその事業に関して有する権利義務
の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要と
するとき。
②取得価額を調整すべき事由が２つ以上
相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後の取得価額の算出に当たり使用
すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
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③その他、発行済普通株式数（ただし、
当会社が保有する普通株式の数を除
く。）の変更または変更の可能性を生
ずる事由の発生によって取得価額の調
整を必要とするとき。

（ｃ） 取得価額の調整に際して計算が必要な場
合は、円位未満小数第２位まで算出し、
その小数第２位を四捨五入する。

（ｄ） 取得価額調整式に使用する普通株式１株
当たりの時価は、調整後取得価額を適用
する日（ただし、取得価額を調整すべき
事由について東京証券取引所が提供する
適時開示情報閲覧サービスにおいて公表
された場合には、当該公表が行われた
日）に先立つ連続する20取引日の東京証
券取引所が発表する当会社の普通株式の
普通取引のVWAPの平均値（円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。）とする。

（ｅ） 取得価額の調整に際し計算を行った結
果、調整後取得価額と調整前取得価額と
の差額が0.1円未満にとどまるときは、
取得価額の調整はこれを行わない。ただ
し、本（ｅ）により不要とされた調整は
繰り越されて、その後の調整の計算にお
いて斟酌される。

⑹ Ａ種下限取得価額の調整
前号の規定により取得価額の調整を行う場合に
は、Ａ種下限取得価額についても、「取得価
額」を「Ａ種下限取得価額」に読み替えた上
で、前号の規定を準用して同様の調整を行う。
⑺ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区
丸の内一丁目４番５号
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
⑻ 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価
取得請求に要する書類が前号に記載する普通株
式対価取得請求受付場所に到達したときまたは
当該書類に記載された効力発生希望日のいずれ
か遅い時点に発生する。
⑼ 普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生
後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類
株主に対して、当該Ａ種種類株主が指定する株
式会社証券保管振替機構または口座管理機関に
おける振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の
記録を行うことにより普通株式を交付する。

⒍ 金銭を対価とする取得請求権
⑴ 金銭対価取得請求権
Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降い
つでも、当会社に対して、金銭の交付と引換え
に、その有するＡ種種類株式の全部または一部
（ただし、一部の取得は、5,000株の整数倍の株
数に限る。）を取得することを請求すること
（以下本条において金銭対価取得請求とい
う。）ができるものとし、当会社は、当該金銭
対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するの
と引換えに、法令の許容する範囲内において、
当該金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式の数
に、(i)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当
額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額
ならびに(ii)Ａ種累積未払配当金相当額および日
割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる
額の金銭を、当該Ａ種種類株主に対して交付す
るものとする。なお、本項においては、Ａ種累
積未払配当金相当額の計算における｢累積額がＡ
種種類株主等に対して配当される日｣および日
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割未払優先配当金額の計算における「分配日」
を、それぞれ「金銭対価取得請求の効力発生の
日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額
および日割未払優先配当金額を計算する。ま
た、金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式の取
得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端
数があるときは、これを切り捨てるものとす
る。
本条において「償還係数」とは、金銭対価償還
日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区
分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① Ａ種種類株式の発行日の翌日から2024年
６月30日まで：1.030

② 2024年７月１日から2025年６月30日ま
で：1.060

③ 2025年７月１日から2026年６月30日ま
で：1.085

④ 2026年７月１日から2027年６月30日ま
で：1.100

⑤ 2027年７月１日以降：1.110
⑵ 金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求
に要する書類が当会社に到達したときまたは当
該書類に記載された効力発生希望日のいずれか
遅い時点に発生する。

⒎ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、Ａ種種類株式の発行日以降いつで
も、当会社の取締役会が別に定める日（以下本
条において金銭対価償還日という。）が到来す
ることをもって、Ａ種種類株主等に対して、金
銭対価償還日の10取引日（東京証券取引所にお
いて当会社の普通株式の普通取引が行われる日
をいう。）前までに書面による通知（撤回不能
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とする。）を行った上で、法令の許容する範囲
内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式
の全部または一部（ただし、一部の取得は、
5,000株の整数倍の株数に限る。）を取得するこ
とができる（以下本条において金銭対価償還と
いう。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償
還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換え
に、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数
に、(i)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当
額に前項に定める償還係数を乗じて得られる額
ならびに(ii)Ａ種累積未払配当金相当額および日
割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる
額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するも
のとする。なお、本項においては、Ａ種累積未
払配当金相当額の計算における｢累積額がＡ種種
類株主等に対して配当される日｣および日割未払
優先配当金額の計算における「分配日」を、そ
れぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、Ａ種
累積未払配当金相当額および日割未払優先配当
金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ
種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１
円に満たない端数があるときは、これを切り捨
てるものとする。Ａ種種類株式の一部を取得す
るときは、按分比例その他当会社の取締役会が
定める合理的な方法によって、Ａ種種類株主か
ら取得すべきＡ種種類株式を決定する。

⒏ 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排
除
当会社が株主総会の決議によってＡ種種類株主
との合意により当該Ａ種種類株主の有するＡ種
種類株式の全部または一部を取得する旨を決定
する場合には、会社法第１６０条第２項および
第３項の規定を適用しないものとする。
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⒐ 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
⑴ 当会社は、Ａ種種類株式について株式の分割

または併合を行わない。
⑵ 当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割
当てを受ける権利または募集新株予約権の割
当てを受ける権利を与えない。

⑶ 当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当
てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

（Ｂ種種類株式）
第５条の３
⒈～⒌　＜条文省略＞

⒍ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつで
も、Ａ種種類株式の発行済株式（当会社が有す
るものを除く。）が存しないときに限り、当会
社の取締役会が別に定める日（以下本条におい
て金銭対価償還日という。）が到来することを
もって、Ｂ種種類株主等に対して、金銭対価償
還日の10取引日（東京証券取引所において当会
社の普通株式の普通取引が行われる日をい
う。）前までに書面による通知（撤回不能とす
る。）を行った上で、法令の許容する範囲内に
おいて、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の全
部または一部（ただし、一部の取得は、1,000株
の整数倍の株数に限る。）を取得することがで
きる（以下本条において金銭対価償還とい
う。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償還
に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、
当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数に、
Ｂ種種類株式１株当たりの払込金額相当額に下
記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じ
て得られる額の金銭を、Ｂ種種類株主に対して

（Ｂ種種類株式）
第５条の３
⒈～⒌　＜現行どおり＞

⒍ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつで
も、当会社の取締役会が別に定める日（以下本
条において金銭対価償還日という。）が到来す
ることをもって、Ｂ種種類株主等に対して、金
銭対価償還日の10取引日（東京証券取引所にお
いて当会社の普通株式の普通取引が行われる日
をいう。）前までに書面による通知（撤回不能
とする。）を行った上で、法令の許容する範囲
内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式
の全部または一部（ただし、一部の取得は、
1,000株の整数倍の株数に限る。）を取得するこ
とができる（以下本条において金銭対価償還と
いう。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償
還に係るＢ種種類株式を取得するのと引換え
に、当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数
に、Ｂ種種類株式１株当たりの払込金額相当額
に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を
乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種種類株主に対
して交付するものとする。また、金銭対価償還
に係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する

― 57 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

定款一部変更議案②

現 行 定 款 変 更 案

交付するものとする。また、金銭対価償還に係
るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭
に１円に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。
本条において「償還係数」とは、金銭対価償還
日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区
分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① Ｂ種種類株式の発行日の翌日から2024年
６月30日まで：1.1

② 2024年７月１日から2025年６月30日ま
で：1.255

③ 2025年７月１日から2026年６月30日ま
で：1.415

④ 2026年７月１日から2027年６月30日ま
で：1.605

⑤ 2027年７月１日以降：1.805
Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、按分比
例その他当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって、Ｂ種種類株主から取得すべきＢ種
種類株式を決定する。

⒎～⒏　＜条文省略＞

金銭に１円に満たない端数があるときは、これ
を切り捨てるものとする。
本条において「償還係数」とは、金銭対価償還
日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区
分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① Ｂ種種類株式の発行日の翌日から2024年
６月30日まで：1.1

② 2024年７月１日から2025年６月30日ま
で：1.255

③ 2025年７月１日から2026年６月30日ま
で：1.415

④ 2026年７月１日から2027年６月30日ま
で：1.605

⑤ 2027年７月１日以降：1.805
Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、按分比
例その他当会社の取締役会が定める合理的な方
法によって、Ｂ種種類株主から取得すべきＢ種
種類株式を決定する。

⒎～⒏　＜現行どおり＞

（優先順位）
第５条の６
⒈ Ａ種優先配当金（第５条の２に定義する。）、
Ａ種累積未払配当金相当額（第５条の２に定義
する。）、普通株主等（第５条の３に定義す
る。）およびＢ種種類株主等（第５条の３に定
義する。）に対する剰余金の配当、Ｃ種優先配
当金（第５条の４に定義する。）、Ｃ種累積未
払配当金相当額（第５条の４に定義する。）、
Ｄ種優先配当金（第５条の５に定義する。）な
らびにＤ種累積未払配当金相当額（第５条の５

（優先順位）
第５条の６
⒈ 普通株主等（第５条の３に定義する。）および

Ｂ種種類株主等（第５条の３に定義する。）に
対する剰余金の配当、Ｃ種優先配当金（第５条
の４に定義する。）、Ｃ種累積未払配当金相当
額（第５条の４に定義する。）、Ｄ種優先配当
金（第５条の５に定義する。）ならびにＤ種累
積未払配当金相当額（第５条の５に定義す
る。）の支払順位は、Ｃ種累積未払配当金相当
額およびＤ種累積未払配当金相当額が第１順
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定款一部変更議案②

現 行 定 款 変 更 案

に定義する。）の支払順位は、Ａ種累積未払配
当金相当額、Ｃ種累積未払配当金相当額および
Ｄ種累積未払配当金相当額が第１順位、Ａ種優
先配当金、Ｃ種優先配当金およびＤ種優先配当
金が第２順位、普通株主等およびＢ種種類株主
等に対する剰余金の配当が第３順位とする。

⒉ Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式、
Ｄ種種類株式および普通株式に係る残余財産の
分配の支払順位は、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株
式、Ｃ種種類株式およびＤ種種類株式に係る残
余財産の分配を第１順位、普通株式に係る残余
財産の分配を第２順位とする。

⒊　＜条文省略＞

位、Ｃ種優先配当金およびＤ種優先配当金が第
２順位、普通株主等およびＢ種種類株主等に対
する剰余金の配当が第３順位とする。

⒉ Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式、Ｄ種種類株式お
よび普通株式に係る残余財産の分配の支払順位
は、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式およびＤ種種
類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普通
株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。

⒊　＜現行どおり＞

（単元株式数）
第７条
当会社普通株式の１単元の株式数は、100株とし、
Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式および
Ｄ種種類株式の単元株式数は、それぞれ１株とす
る。

（単元株式数）
第７条
当会社普通株式の１単元の株式数は、100株とし、
Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式およびＤ種種類株式の
単元株式数は、それぞれ１株とする。
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第４号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
1.　剰余金の処分に関する事項

　当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図ることを目的と
して、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたいと存
じます。
　減少する剰余金の項目及びその額、増加する剰余金の項目及びその額は次のとおりでありま
す。

⑴ 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 37,715,831,303円

⑵ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 37,715,831,303円

2.　期末配当に関する事項
　当社の配当につきましては、長期的な安定配当の継続を基本とし、これに将来の研究開発・設備投
資のための内部留保並びに各期の単独の業績及び連結の業績等を総合的に勘案して決定しておりま
す。この基本方針に基づき、当期の普通株式の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただ
きたいと存じます。また、A種種類株式及びB種種類株式については定款の定めに従い次のとおりとさ
せていただきたいと存じます。
　なお、このたびの配当原資は、いずれもその他資本剰余金とすることを予定しております。

普通株式
⑴ 配当財産の種類

 金銭
⑵ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式１株につき金20円　総額493,130,060円
⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2026年６月29日

A種種類株式
⑴ 配当財産の種類

 金銭
⑵ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社A種種類株式１株につき金55,000円　総額550,000,000円
⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2026年６月29日

― 60 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用
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B種種類株式
⑴ 配当財産の種類

 金銭
⑵ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社B種種類株式１株につき金15,514円70銭　総額46,559,614円
⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2026年６月29日
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取締役選任議案①

候補者
番　号

氏　　　　　　名
(生　年　月　日) 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況

１
こ ん

今
 

　
の

野
 

　
け ん

健
 

　
い ち

一
(1965年12月25日生)

再 任
　

代表取締役社長、社長執行役員
経営戦略部担当、監査室担当

24回／24回
（100％）

2
い し

石
 

　
い

井
 

　
 

　
 

　
おさむ

治
(1959年７月３日生)

再 任
　

取締役、専務執行役員
CFO、経理部担当、デジタル戦略部担当、
経営戦略部副担当

24回／24回
（100％）

3
い り

入
 

　
え

江
 

　
み ね

峰
 

　
と し

年
(1970年12月16日生)

再 任
　

取締役、上席執行役員、営業本部長 19回／19回
（100％）

4
み や

宮
 

　
た

田
 

　
す ず

鈴
 

　
こ

子
(1955年４月２日生)

再 任

社 外

独立役員
　

社外取締役 24回／24回
（100％）

5
よ し

吉
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
ひろし

浩
(1955年７月24日生)

再 任

社 外

独立役員
　

社外取締役 24回／24回
（100％）

6
な か

中
 

　
の

野
 

　
と も

智
 

　
み

美
(1969年８月17日生)

再 任

社 外

独立役員
　

社外取締役 19回／19回
（100％）

第５号議案　取締役６名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役全員７名が任期満了となりますので、経営体制の効率化を図る
ため１名減員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

１

再 任

こ ん

今
 

　
の

野
 

　
け ん

健
 

　
い ち

一
(1965年12月25日生)

　　

    1984年    4 月 当社入社
    2011年    4 月 当社生産本部モジュール生産企画部長
    2018年    6 月 当社執行役員 製品事業統括 チップ形

アルミ電解事業担当
    2019年    6 月 当社上席執行役員 製品事業統括 総統

括
    2020年    6 月 当社上席執行役員 製品事業統括 総統

括兼ケミコン東日本㈱代表取締役社長
    2021年    6 月 当社上席執行役員 事業統括 総統括兼

ケミコン東日本㈱代表取締役社長
    2023年    6 月 当社取締役上席執行役員 事業統括 総

統括兼ケミコン東日本㈱代表取締役社
長

    2025年    4 月 当社代表取締役社長 社長執行役員 監
査室担当

    2025年    6 月 当社代表取締役社長 社長執行役員 経
営戦略部・監査室担当
現在に至る

普通株式
400株

【取締役候補者とした理由】
今野健一氏は、生産部門に長く携わり、現在は当社代表取締役社長を務めており、当社グループの事
業及び製品・生産技術についての豊富な経験・スキルを有しております。この経験・スキルを活かし、
取締役として当社グループの重要事項の決定、経営執行の監督及び当社グループの事業戦略に十分な
役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【2025年度取締役会出席状況】
24回／24回(100％)
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取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

２

再 任

い し

石
 

　
い

井
 

　
 

　
 

　
おさむ

治
(1959年７月３日生)

　

    1984年    4 月 当社入社
    2009年    6 月 当社材料事業本部事業企画部長
    2014年    4 月 当社企画本部経理部長
    2014年    6 月 当社執行役員兼企画本部経理部長
    2016年    6 月 当社上席執行役員 原価企画部・経理部

担当兼経営戦略部副担当
    2019年    6 月 当社上席執行役員 IT業務改革部・経理

部担当兼経営戦略部副担当
    2020年    6 月 当社上席執行役員 経理部担当兼経営戦

略部副担当
    2021年    6 月 当社取締役常務執行役員CFO兼経理

部・経営戦略部担当
    2023年    6 月 当社取締役専務執行役員CFO兼経理

部・経営戦略部担当
    2023年    10月 当社取締役専務執行役員CFO兼経理

部・経営戦略部・デジタル戦略部担当
    2025年    6 月 当社取締役専務執行役員CFO兼経理

部・デジタル戦略部担当兼経営戦略部
副担当
現在に至る

普通株式
0株

【取締役候補者とした理由】
石井治氏は、経理部門、材料事業部門を経て、現在は当社取締役を務めており、当社グループにおけ
る豊富な経験・スキルと財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。この経験・スキル
を活かし、取締役として当社グループの重要事項の決定、経営執行の監督及び財務戦略に十分な役割
を果たすことが期待できるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
【2025年度取締役会出席状況】
24回／24回(100%)
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取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

３

再 任

い り

入
 

　
え

江
 

　
み ね

峰
 

　
と し

年
(1970年12月16日生)

　　

    1998年    9 月 当社入社
    2020年    4 月 Europe Chemi-Con (Deutschland) 

GmbH代表取締役社長
    2023年    4 月 United Chemi-Con, Inc.代表取締役社

長兼Europe Chemi-Con 
(Deutschland) GmbH代表取締役会長

    2024年    6 月 当社執行役員兼営業本部長兼United 
Chemi-Con, Inc.代表取締役社長

2025年    6 月 当社取締役上席執行役員兼営業本部長
兼United Chemi-Con, Inc.代表取締役
社長
現在に至る

普通株式
0株

〔重要な兼職の状況〕
United Chemi-Con, Inc. 代表取締役社長
Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH 取締役
上海貴弥功貿易有限公司 董事
Hong Kong Chemi-Con Ltd. 取締役
Singapore Chemi-Con (Pte) Ltd. 取締役
Chemi-Con Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 取締役

【取締役候補者とした理由】
入江峰年氏は、海外営業部門に長く携わり、現在は当社取締役及び海外子会社の役員を務めており、当
社グループの事業及び国際的な営業・マーケティングについての豊富な経験・スキルを有しておりま
す。この経験・スキルを活かし、取締役として当社グループの重要事項の決定、経営執行の監督及び
当社グループの営業・マーケティング戦略に十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き取
締役として選任をお願いするものであります。
【2025年度取締役会出席状況】
19回／19回(100%)
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取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

４
再 任

社 外

独立役員

み や

宮
 

　
た

田
 

　
す ず

鈴
 

　
こ

子
(1955年４月２日生)

　

    1980年    4 月 ㈱テレビ東京入社
    2007年    7 月 同社報道局次長兼取材センター長
    2009年    6 月 同社コンプライアンス統括局長
    2010年    10月 ㈱テレビ東京ホールディングスコンプラ

イアンス局長
    2012年    6 月 同社取締役法務・契約局担当兼㈱テレビ

東京取締役
    2014年    6 月 ㈱テレビ東京ホールディングス常務取締

役 法務・契約担当
    2016年    6 月 同社常務取締役法務統括兼リスク管理委

員会委員長兼情報セキュリティ統括責任
者兼個人情報管理統括責任者

    2017年    6 月 同社専務取締役法務統括兼リスク管理委
員会委員長兼情報セキュリティ統括責任
者兼個人情報管理統括責任者

    2019年    6 月 同社内部監査室特別専門委員兼㈱テレビ
東京制作監査役兼㈱テレビ東京ミュージ
ック監査役

    2021年    6 月 当社社外取締役
現在に至る

普通株式
0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
宮田鈴子氏は、㈱テレビ東京ホールディングスの法務部門、リスク管理部門で経営に携わり、当該分
野における豊富な経験・スキルと見識を有しております。その経験・スキルと見識に基づき、当社の
経営を客観的な立場から監督していただけるものと考え、社外取締役として選任をお願いするもので
あります。同氏には、その経歴から培った経験・スキルと見識に基づき、特に企業経営と法務・リス
ク管理に関して、独立した客観的な立場からの監督を期待します。また、同氏が選任された場合は、
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として客観的中立的立場で関与いただく予定です。なお、同
氏は2021年６月に当社の社外取締役として就任しており、本総会終結の時をもって、その在任期間
は５年であります。
【2025年度取締役会出席状況】
24回／24回(100%)
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取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

５
再 任

社 外

独立役員

よ し

吉
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
ひろし

浩
(1955年７月24日生)

　

    1979年    4 月 旭化成㈱入社
    2012年    4 月 旭化成ケミカルズ㈱執行役員
    2014年    4 月 同社取締役常務執行役員
    2016年    4 月 旭化成㈱上席執行役員兼高機能ポリマー

事業本部長
    2017年    4 月 同社常務執行役員兼高機能ポリマー事業

本部長
    2018年    4 月 同社専務執行役員兼高機能ポリマー事業

本部長
    2019年    4 月 同社副社長執行役員マテリアル領域担当

兼 旭 化 成 ア ド バ ン ス ㈱ 担 当 兼Asahi 
Kasei Europe GmbH担当

    2019年    6 月 同社取締役副社長執行役員マテリアル領
域担当兼旭化成アドバンス㈱担当兼
Asahi Kasei Europe GmbH担当

    2022年    4 月 同社取締役
    2022年    6 月 同社顧問
    2023年    6 月 当社社外取締役

現在に至る

普通株式
0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
吉田浩氏は、旭化成㈱のマテリアル領域で経営に携わり、当該分野並びに営業・マーケティングにお
ける豊富な経験・スキルと見識を有しております。その経験・スキルと見識に基づき、当社の経営を
客観的な立場から監督していただけるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。同氏には、その経歴から培った経験・スキルと見識に基づき、特に企業経営と営業・マーケティ
ングに関して、独立した客観的な立場からの監督を期待します。また、同氏が選任された場合は、指
名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として客観的中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏
は2023年６月に当社の社外取締役として就任しており、本総会終結の時をもって、その在任期間は
３年であります。
【2025年度取締役会出席状況】
24回／24回(100%)

― 67 ―



2026/05/25 19:14:11 / 25300566_日本ケミコン株式会社_招集通知_アクセス通知用

取締役選任議案②

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

６
再 任

社 外

独立役員

な か

中
 

　
の

野
 

　
と も

智
 

　
み

美
(1969年８月17日生)

　

    1992年    4 月 中央信託銀行㈱入行(現三井住友信託銀行
㈱)

    1999年    10月 朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査
法人)

    2003年    3 月 公認会計士登録
    2007年    2 月 新日本監査法人入所（現EY新日本有限責

任監査法人）
    2013年    8 月 税理士登録 中野智美公認会計士・税理士

事務所 代表
現在に至る

    2015年    6 月 ㈱八千代銀行社外監査役（現㈱きらぼし
銀行）

    2018年    5 月 ㈱きらぼし銀行社外監査役
    2021年    11月 ユニデンホールディングス㈱社外取締役

(監査等委員)
    2024年    6 月 日本調剤㈱社外取締役（監査等委員）兼

㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取
締役（監査等委員）
現在に至る

    2024年    11月 ヘルスケア＆メディカル投資法人監督役
員
現在に至る

    2025年    6 月 当社社外取締役
現在に至る

普通株式
0株

〔重要な兼職の状況〕
中野智美公認会計士・税理士事務所 代表
㈱めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役（監査等委員）
ヘルスケア&メディカル投資法人 監督役員

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
中野智美氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士としてご活躍され、社
外役員の経験もございます。同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査業務に
ついての豊富な経験・スキルがあることから、当社の経営を客観的な立場から監督していただけるも
のと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には、その経歴から培った経
験・スキルと見識に基づき、特に財務・会計に関して、独立した客観的な立場からの監督を期待しま
す。また、同氏が選任された場合は、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として客観的中立的立
場で関与いただく予定です。なお、同氏は2025年６月に当社の社外取締役として就任しており、本
総会終結の時をもって、その在任期間は１年であります。
【2025年度取締役会出席状況】
19回／19回(100%)

（注）⒈ 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
⒉ 中野智美氏は、2026年６月25日をもって日本調剤㈱社外取締役（監査等委員）を退任される予定であり

ます。
⒊ 宮田鈴子、吉田浩及び中野智美の３氏は、社外取締役候補者であります。
⒋ 宮田鈴子、吉田浩及び中野智美の３氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出てお
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取締役選任議案②

ります。
⒌ 当社は、宮田鈴子、吉田浩及び中野智美の３氏との間で会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。その概要は、社外取締役の責任の限度を同法第425条第１項に定める最低責任
限度額とするものであります。宮田鈴子、吉田浩及び中野智美の各氏の選任が承認された場合、当社は各
氏との間で、本契約を継続する予定であります。

⒍ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしており
ます。なお、すべての被保険者についてその保険料を当社が全額負担することとしております。各候補者
の選任が承認された場合、各氏は本契約の被保険者に含められることとなり、本保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。

⒎ 各候補者は、当社のA種種類株式及びB種種類株式を保有しておりません。
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監査役選任議案

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

再 任

社 外

独立役員

ど

土
 

　
い

居
 

　
ま さ

正
 

　
あ き

明
(1960年９月15日生)

　

    1986年    10月 監査法人朝日新和会計社入所（現有限責任あ
ずさ監査法人）

    1990年    8 月 公認会計士登録
    2006年    5 月 同法人代表社員（パートナー）
    2012年    7 月 同法人常務理事・大阪統括事務所第２事業部

長
    2021年    7 月 土居公認会計士事務所 所長

現在に至る
   2022年    6 月 当社社外監査役

現在に至る
   2024年    6 月 神鋼鋼線工業㈱社外監査役

現在に至る

普通株式
0株

〔重要な兼職の状況〕
神鋼鋼線工業㈱ 社外監査役

【社外監査役候補者とした理由】
土居正明氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、製造業を含む幅広い監査業務の経験があり、
公認会計士として長年ご活躍されました。同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査
業務についての豊富な経験・スキルがあることから、当社の経営を客観的な立場から監査していただけるも
のと考え、社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は2022年６月に当社の社外監
査役として就任しており、本総会終結の時をもって、その在任期間は４年であります。
【2025年度取締役会出席状況】
23回／24回(96%)
【2025年度監査役会出席状況】
17回／18回(94%)

第６号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって監査役土居正明氏が任期満了となりますので、これに伴い監査役１名
の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）⒈ 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⒉ 土居正明氏は、社外監査役候補者であります。
⒊ 土居正明氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
⒋ 当社は、土居正明氏との間で会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。土
居正明氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。

⒌ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしておりま
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監査役選任議案

す。なお、すべての被保険者についてその保険料を当社が全額負担することとしております。土居正明氏の
選任が承認された場合、同氏は本契約の被保険者に含められることとなり、本保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。

⒍ 候補者は、当社のA種種類株式及びB種種類株式を保有しておりません。
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補欠監査役選任議案

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略歴及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

社 外

独立役員

あかつき

曉 　　
た く

琢　
や

也
(1970年11月９日生)

　

    2001年    10月 大阪弁護士会登録
    2008年    8 月 あかし法律事務所パートナー
    2012年    3 月 ㈱名畑監査役

現在に至る
    2015年    4 月 黎明国際法律事務所 代表（現黎明法律事務所）

現在に至る
    2016年    3 月 セーラー万年筆㈱社外取締役（監査等委員） 普通株式

0株
〔重要な兼職の状況〕
黎明法律事務所 代表
㈱名畑 監査役

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
曉琢也氏は、長年弁護士としてご活躍され、監査役として会社の経営に関与された経験もございます。同氏
には、弁護士としての国内外での豊富な経験・スキルがあることから、当社の経営を客観的な立場から監査
していただけるものと考え、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

第７号議案　補欠監査役１名選任の件
　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

（注）⒈ 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⒉ 曉琢也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
⒊ 曉琢也氏は独立役員としての要件を満たしており、監査役に就任された場合、東京証券取引所に対し同氏を

独立役員として届け出る予定であります。
⒋ 曉琢也氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。

⒌ 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしておりま
す。なお、すべての被保険者についてその保険料を当社が全額負担することとしております。曉琢也氏が監
査役に就任された場合、同氏は本契約の被保険者に含められることとなり、本保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。

⒍ 候補者は、当社のA種種類株式及びB種種類株式を保有しておりません。
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ご参考

氏　名 属　性 当社における地位 年齢 性別 在任
年数

スキル・経験

企業経営 研究開発・
製造・品質

営業・
マーケティング

法務・サス
テナビリティ 財務・会計 国際的経験

こ ん

今 
の

野 
け ん

健 
い ち

一 代表取締役社長
（社長執行役員） 60 男性 3 〇 〇

い し

石
 

 
い

井
 

 
 

　
 

 
おさむ

治 取締役
（専務執行役員） 66 男性 5 〇 〇 〇

い り

入
 

 
え

江
 

 
み ね

峰
 

 
と し

年 取締役
（上席執行役員） 55 男性 1 〇 〇 〇

み や

宮
 

 
た

田
 

 
す ず

鈴
 

 
こ

子
社 外

独立役員　
取締役 71 女性 5 〇 〇

よ し

吉 
だ

田 　 
ひろし

浩
社 外

独立役員　
取締役 70 男性 3 〇 〇

な か

中
 

 
の

野
 

 
と も

智
 

 
み

美
社 外

独立役員　
取締役 56 女性 1 〇

ほ り

堀
 

 
の

野
 

 
しゅん

俊
 

 
い ち

一 常勤監査役 62 男性 2 〇 〇

い ち

市
 

 
は ら

原
 

 
ひ ろ

博
 

 
か ず

和 常勤監査役 64 男性 1 〇 〇

ど

土
 

 
い

居
 

 
ま さ

正
 

 
あ き

明
社 外

独立役員　
監査役 65 男性 4 〇

お

小
 

 
が わ

川
 

 
 

　
 

 
かおる

薫
社 外

独立役員　
監査役 68 男性 2 〇 〇

（ご参考）第５号議案及び第６号議案が原案どおり承認可決されますと、役員の構成は次のとおりと
なります。

（注）⒈ 代表取締役及び執行役員は本総会後の取締役会にて、常勤監査役はその後の監査役会にて決定いたし
ます。

⒉ 上記の一覧表は、取締役及び監査役の有するすべてのスキルや経験を表すものではありません。

以　上
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種類株主総会議案

【普通株主様による種類株主総会】
株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案　定款一部変更の件
　定時株主総会の株主総会参考書類に記載の第１号議案「定款一部変更（１）の件」の内容と同
一であります。

以　上
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地図

会　場 東京都品川区大崎五丁目６番４号
都五反田ビル東館５階 当社研修室 電話 03-5436-7711

最寄駅 東 急 池 上 線 大 崎 広 小 路 駅より徒歩約２分
Ｊ Ｒ 山 手 線 五 反 田 駅 西 口より徒歩約６分
都営地下鉄浅草線 五反田駅A3出口より徒歩約６分

※　会場には駐車場の用意がございませんので、ご了承下さい。

第73期定時株主総会より、公平性の観点から、株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお
土産を取りやめさせていただきました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

大崎警察署
立正大学

大崎公園

りそな銀行
イオンリカー

れいわ薬局

スターバックス
コーヒー

セブンイレブン

山手通り
ブックオフ

ＡＯＫＩ
みずほ銀行ファミリーマート

プロント
ファミリーマート

至渋谷
五反田東急スクエア

ＪＲ山手線至品川

目黒川

(西口)

(東口) 地下鉄
Ａ３出口

ヴィクトリアゴルフ
ホテルマイステイズ
五反田駅前

東
急
池
上
線

桜
田
通
り

都五反田ビル西館
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